
＝
資
料
紹
介
＝
 
 「

英
国
賦
税
要
覧
」
に
つ
い
て
 
 

井  

／一‾、＼ 研租  
究税上  

調資  

査料  

撃郎   



本
書
に
つ
い
て
は
、
税
大
通
信
二
五
九
号
（
昭
和
六
三
・
三
・
一
）
一
二
頁
に
お
い
て
、
「
合
衆
国
収
税
法
」
（
一
八
六
六
年
版
）
を
紹
 
 

介
し
た
さ
い
、
明
治
初
年
の
外
国
事
情
の
摂
取
の
状
況
を
説
明
す
る
た
め
引
き
合
い
に
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
・
の
く
だ
り
を
、
 
 

次
に
記
し
て
み
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
 
 

が
れ
い
し
 
 
 

…
…
何
礼
之
氏
に
よ
っ
て
、
一
八
六
九
年
一
月
九
日
、
ロ
ン
ド
ン
、
マ
ク
ミ
ラ
ン
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
醇
買
窟
r
戸
D
u
d
－
e
y
著
 
 
 

の
T
h
e
T
a
x
a
t
訂
n
。
f
t
h
e
亡
n
i
t
e
d
声
i
n
g
d
。
m
㌔
a
r
－
す
r
e
a
d
b
e
f
。
r
e
t
h
e
S
t
a
t
i
s
t
c
a
－
S
O
C
i
e
t
y
O
f
L
O
n
d
O
n
が
、
「
英
 
 

（
エ
イ
カ
サ
イ
〕
 
 
国
賦
税
要
覧
」
と
し
て
明
治
四
年
初
秋
に
、
〔
官
許
の
も
と
に
、
盈
科
斉
蔵
版
と
し
て
〕
訳
出
刊
行
さ
れ
、
合
衆
国
収
税
法
と
も
ど
も
 
 
 

欧
米
の
租
税
資
料
の
訳
出
本
と
し
て
は
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
 
 

と
紹
介
し
て
お
い
た
。
 
 

（
こ
 
 
 

さ
て
、
訳
者
の
何
礼
之
氏
が
い
か
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
紹
介
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
譲
り
、
若
 
 

（
ニ
）
 
 

干
を
書
き
と
ど
め
れ
ば
、
後
年
、
元
老
院
議
員
を
つ
と
め
た
人
で
あ
り
、
同
「
会
議
筆
記
」
 
（
議
事
録
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
 
 

（
三
）
 
 

が
、
と
も
か
く
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
泰
西
の
学
に
通
暁
し
て
い
た
数
少
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
各
種
の
訳
本
を
 
 

（
四
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
り
う
る
。
そ
の
一
例
を
み
る
と
、
明
治
四
年
、
「
適
法
撮
要
」
、
「
米
国
律
例
」
お
よ
び
ヨ
ン
グ
の
「
政
 
 

治
略
原
」
が
あ
り
、
そ
の
う
え
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
「
英
国
賦
税
要
覧
」
が
あ
る
。
 
 
 

っ
い
で
、
明
治
九
年
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
D
ニ
占
s
p
r
i
t
d
e
s
L
。
i
s
こ
謡
∞
（
法
の
精
神
）
」
が
「
方
法
精
理
」
（
一
八
分
冊
本
）
 
 

と
し
て
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
は
ベ
ン
サ
ム
の
「
民
法
論
綱
」
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
何
の
脈
絡
も
な
く
、
ほ
ぼ
手
当
り
次
第
沢
山
栢
介
さ
 
 

れ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
積
極
的
に
泰
西
の
事
情
の
導
入
に
こ
れ
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
。
 
 
 

さ
て
、
本
訳
書
「
英
国
賦
税
要
覧
」
は
、
和
装
本
二
冊
仕
立
て
で
あ
っ
て
、
縦
二
二
・
八
糎
、
横
一
五
・
五
糎
で
、
巻
一
、
二
を
通
 
 

六
八
七
 
 
 



六
八
八
 
 
 

じ
て
総
丁
数
四
六
を
数
え
る
。
読
み
こ
な
す
に
は
適
当
の
量
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

次
に
簡
単
に
内
容
に
ふ
れ
て
み
る
と
、
訳
本
の
題
名
か
ら
す
る
と
、
原
書
出
版
時
の
英
国
の
租
税
の
種
類
及
び
課
税
上
の
諸
条
件
を
便
 
 

覧
的
に
ま
と
め
た
も
の
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、
目
次
お
よ
び
本
文
か
ら
す
る
と
、
た
ん
な
る
租
税
の
種
類
等
の
列
挙
的
紹
介
で
ほ
な
 
 

く
、
財
政
学
的
思
考
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
租
税
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
第
一
回
の
「
英
国
ノ
財
政
ノ
原
ヲ
論
ス
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
英
国
の
国
家
体
制
を
前
提
と
し
た
財
政
活
動
の
必
然
的
 
 

必
要
性
を
、
簡
単
な
文
章
で
は
あ
る
が
、
含
蓄
に
と
ん
だ
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
財
政
を
支
え
る
も
の
に
 
 

証
税
が
配
置
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。
こ
れ
が
第
二
回
の
「
租
税
ノ
本
旨
」
で
あ
る
。
そ
の
本
旨
の
具
体
化
が
、
第
三
回
に
述
べ
る
「
収
税
 
 

ノ
法
」
で
あ
り
、
つ
い
で
租
税
の
負
担
の
さ
せ
方
か
ら
こ
れ
を
第
四
回
に
お
い
て
、
「
租
税
ノ
大
区
分
」
を
明
ら
か
に
し
、
い
わ
ゆ
る
直
 
 

間
負
担
の
合
理
性
の
根
拠
乃
至
は
両
者
の
調
整
の
問
題
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
に
論
理
の
一
貫
し
た
発
展
を
見
る
思
い
が
す
る
。
そ
し
て
、
第
五
回
以
降
は
、
第
四
回
ま
で
の
論
理
の
発
展
に
適
応
す
る
個
別
税
 
 

法
の
在
り
方
が
説
明
さ
れ
る
。
 
 
 

と
も
か
く
、
本
訳
書
が
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
一
二
〇
年
に
も
な
ろ
う
と
す
る
が
、
今
な
お
、
論
旨
の
展
開
か
ら
み
て
も
、
本
 
 

誌
上
で
紹
介
す
る
に
十
分
の
価
値
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
代
税
制
を
支
え
て
い
く
論
理
の
構
築
の
過
程
で
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
 
 

も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

本
書
は
、
昭
和
六
二
年
一
一
月
、
横
浜
市
の
税
理
士
久
米
幹
夫
氏
か
ら
、
横
浜
中
税
務
署
を
つ
う
じ
て
租
税
資
料
室
へ
寄
贈
の
あ
っ
た
 
 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
附
言
し
、
寄
贈
者
に
対
し
、
厚
く
御
礼
を
申
し
あ
げ
る
。
 
 
 



二
 
 

≡
 
 

四
 
 

五
 
 

本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
処
置
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、
 
 

漢
字
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
常
用
漢
字
又
は
当
用
漢
字
等
新
し
い
表
記
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
な
お
し
た
。
新
 
 

し
い
表
記
の
な
い
も
の
は
旧
の
ま
ま
と
し
た
。
 
 
 

陣
等
の
合
字
は
、
こ
れ
を
わ
け
て
、
ト
キ
等
に
な
お
し
た
。
 
 
 

濁
点
は
、
こ
れ
を
付
せ
ず
、
も
と
の
表
記
の
ま
ま
と
し
た
。
 
 
 

句
読
点
は
、
適
宜
こ
れ
を
付
し
て
、
読
み
や
す
く
し
た
。
 
 

表
記
上
フ
リ
ガ
ナ
を
付
す
る
こ
と
が
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
、
こ
れ
を
付
し
た
。
ま
た
、
外
国
名
の
宛
字
に
は
可
能
な
限
り
カ
 
 

ナ
を
付
し
た
。
 
 

六
八
九
 
 
 

H
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
大
久
保
刑
謙
歴
史
著
作
集
5
所
収
の
「
幕
末
英
学
史
上
に
お
け
る
何
礼
之
」
を
見
よ
。
 
 

0
元
老
院
会
議
筆
記
＝
国
立
公
文
館
所
蔵
2
A
・
3
4
－
5
単
完
三
二
＝
自
第
五
三
四
号
至
第
五
四
毒
中
、
第
五
三
四
号
議
案
所
得
税
法
の
部
○
明
治
 
 
 

二
〇
年
二
月
二
日
第
一
読
会
の
条
出
席
議
官
の
名
簿
中
五
二
番
に
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
。
四
頁
参
照
 
 

日
暮
末
か
ら
明
治
初
年
（
九
年
頃
ま
で
）
に
か
け
て
、
泰
西
の
事
情
を
積
極
的
に
紹
介
し
た
人
物
に
は
、
何
礼
之
氏
の
は
か
、
次
の
人
物
が
み
え
る
（
敬
 
 

称
略
）
。
津
田
其
】
郎
、
西
周
助
（
周
）
、
神
田
孝
平
、
加
藤
弘
茂
（
弘
之
）
、
鈴
木
唯
二
J
提
穀
士
志
、
瓜
生
三
貴
、
福
地
源
一
郎
、
福
沢
諭
吉
、
箕
 
 

作
麟
祥
、
重
野
安
繹
、
子
安
宗
唆
、
柴
田
塁
口
、
神
田
孟
恰
、
山
口
良
蔵
、
中
村
堅
郎
、
天
野
御
民
、
馬
屋
原
彰
、
大
築
拙
蔵
、
何
章
五
郎
、
大
井
憲
 
 

太
郎
、
林
正
明
、
中
村
正
直
、
児
玉
惇
一
郎
、
藤
田
九
二
、
星
亨
、
平
山
成
蒜
、
小
幡
筒
次
郎
、
錦
織
精
之
進
、
鍋
島
直
彬
、
中
里
正
衡
、
大
島
貞
 
 
 

益
、
蓑
田
直
蔵
、
村
田
保
、
永
睦
秀
樹
 
 
 

日
本
法
史
年
表
 
熊
谷
開
作
は
か
編
 
日
本
評
論
社
、
一
九
八
一
年
参
照
 
 

国
 
英
国
賦
税
要
覧
を
除
き
、
前
注
の
「
日
本
法
史
年
表
」
参
照
 
 



六
 
漢
数
字
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
っ
た
。
 
 

二
千
三
重
ハ
拾
五
万
弐
千
参
首
五
拾
五
1
一
三
六
五
万
二
三
五
五
 
 

な
お
、
漢
数
字
を
入
れ
る
の
が
読
み
や
す
い
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
た
。
 
 

〔
例
言
〕
 
 

一
原
書
ハ
「
デ
・
タ
キ
セ
ー
シ
ュ
ン
・
オ
フ
・
デ
・
ユ
ナ
イ
テ
ツ
ト
・
キ
ン
グ
ド
ム
」
ト
称
シ
テ
、
英
国
賦
税
書
ノ
義
ナ
リ
。
経
済
ノ
 
 

学
士
「
ア
ル
・
ド
ユ
ド
リ
ー
・
バ
キ
ス
ト
ル
」
ノ
所
著
ニ
シ
テ
、
一
八
六
九
年
全
国
ノ
会
計
ヲ
総
裁
シ
タ
ル
老
ナ
リ
。
 
 

l
 
書
中
所
載
ノ
度
量
ハ
皆
英
国
ノ
通
用
ナ
リ
。
今
之
ヲ
尽
ク
我
制
度
二
改
ム
ル
ト
キ
ハ
、
徒
二
煩
ヲ
増
ス
ノ
ミ
。
故
ミ
書
中
ニ
ハ
唯
 
 

夕
原
名
ヲ
存
シ
テ
、
宴
二
其
ノ
概
略
ヲ
挙
ク
。
 
 

貨
幣
 
六
〇
匁
ヲ
以
三
両
卜
為
ス
 
 

一
ペ
ン
ニ
ー
 
 

九
分
〇
七
五
 
 
 

六
九
〇
 
 



一
シ
ル
リ
ン
グ
一
二
ペ
ソ
ニ
ー
 
 

ホ
p
ソ
ド
 
 

一
旗
 
二
〇
シ
ル
リ
ン
グ
 
 

重
量
 
 

一
穣
 
 

一
ク
オ
ル
ト
ル
 
 

尺
度
 
 

一
方
里
 
 

容
量
 
 

一
ガ
ル
ロ
ン
 
 

一
ブ
ッ
セ
ル
八
ガ
ル
ロ
ン
 
 

二
舛
〇
八
勺
四
八
七
五
 
 

一
斗
六
舛
六
合
七
勺
九
 
 
 

一
二
一
匁
六
分
 
 

三
賞
四
〇
四
匁
八
分
 
 

二
六
町
〇
二
畝
二
八
歩
 
 

二
朱
卜
三
匁
三
九
 
 

三
両
二
歩
二
朱
卜
三
分
 
 



英
国
賦
税
要
覧
 
 

日
 
次
 
 

〔
例
言
〕
 
 

巻
之
一
 
 

第
一
回
 
 

第
二
回
 
 

第
三
回
 
 

第
四
回
 
 

巻
之
二
 
 

第
五
回
 
 
 

第
六
回
 
 
 

第
七
回
 
 
 

第
八
回
 
 
 

第
九
回
 
 英

国
ノ
財
政
ノ
原
ヲ
論
ス
 
 

収
税
ノ
本
旨
 
 

収
税
ノ
法
 
 

租
税
ノ
大
区
別
 
 

収
入
及
資
産
ノ
税
 
 

用
度
二
於
ル
税
 
 

職
業
及
郵
信
ノ
税
 
 

租
税
ノ
総
算
 
 

地
方
ノ
「
レ
ー
ト
」
及
「
ト
ー
ル
」
別
税
ノ
名
 
 
 

七 六 六 六  
○ 九 九 九  
三 九 六 三  

七
〇
五
 
 

七
〇
八
 
 

七
一
一
 
 

七
三
一
 
 

七
一
六
 
 
 



壇
江
 
何
 
薩
 
之
 
訳
述
 
 

（
モ
ト
）
 
 

第
一
回
 
英
国
ノ
財
政
ノ
原
ヲ
論
ス
 
 

我
力
英
国
ノ
封
痘
ヲ
顧
ミ
ル
ニ
、
泰
西
ノ
孤
島
ニ
シ
テ
、
偉
力
十
二
万
方
農
鯛
ノ
ニ
過
ス
。
之
ヲ
世
界
ノ
大
昆
ス
レ
ハ
恰
モ
弾
丸
黒
子
 
 
 
（
一
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
）
 
 

ノ
如
シ
。
其
即
チ
発
財
ノ
源
ニ
シ
1
蒜
旦
小
卜
云
フ
可
シ
。
然
ル
三
革
強
ノ
名
実
ヲ
得
テ
、
宇
内
三
雄
飛
ス
ル
。
全
ク
国
民
ノ
勤
励
敏
捷
 
 

ナ
ル
ニ
由
ル
有
ル
ノ
ミ
。
 
 

ピ
マ
ソ
 
或
ハ
武
威
ヲ
輝
シ
テ
海
外
ヲ
征
服
シ
、
或
ハ
民
種
ヲ
移
シ
テ
不
毛
ヲ
開
拓
ス
ル
コ
ト
、
聖
二
官
有
五
十
年
、
今
日
ニ
テ
ハ
我
国
民
ノ
滞
漫
 
（
三
）
 
 
 
 
 
 
ア
メ
リ
カ
 
 
 
 
ア
ジ
ア
 
 
 
ア
7
呈
 
 

セ
ル
処
、
南
北
ノ
米
利
加
洲
ヨ
リ
亜
細
亜
、
亜
弗
利
加
及
海
洋
群
島
二
到
り
、
其
土
地
四
五
〇
万
万
里
、
其
戸
三
億
五
五
〇
〇
万
二
及
 
セ
イ
サ
ク
（
四
）
 
 

ヒ
且
他
ノ
土
人
卜
維
モ
亦
我
力
正
朔
ヲ
奉
ブ
ル
ニ
及
ヘ
リ
。
 
 

（
五
）
 
枚
巧
ノ
発
明
、
製
作
ノ
工
夫
二
心
思
ヲ
労
ス
ル
コ
上
0
0
年
、
遂
二
汽
機
・
鉄
道
ノ
両
大
利
ヲ
発
明
シ
、
以
テ
億
兆
ノ
使
用
二
供
七
 
 

筈
冨
（
六
）
 
カ
ジ
（
七
）
 
 

い
た
な
と
こ
ろ
 
り
。
実
二
近
世
文
運
ノ
美
智
助
ニ
シ
テ
遽
適
ノ
来
往
比
隣
ノ
如
ク
至
便
二
有
無
ヲ
通
シ
、
到
処
ノ
諸
港
、
我
力
船
舶
殆
卜
水
面
ヲ
蔽
ヘ
 
 

ボ
ン
ド
 
リ
。
是
ヲ
以
テ
毎
歳
輸
入
・
輸
出
ス
ル
所
ノ
貨
物
其
価
銀
五
億
彗
至
ル
ナ
リ
。
硝
蒜
机
遇
わ
㌫
蒜
㍑
”
謂
帽
 
 

（
八
）
 
生
計
ノ
道
斯
ノ
如
ク
興
旺
ナ
ル
ニ
随
フ
テ
、
戸
口
日
二
増
シ
月
二
加
ハ
リ
、
則
チ
泰
西
ノ
諸
国
中
ニ
テ
人
民
ノ
幅
湊
ス
ル
第
一
卜
為
り
、
 
 

（
九
）
 
現
今
住
民
殆
卜
三
千
余
万
二
至
ル
。
之
ヲ
農
耕
ノ
所
産
ノ
ミ
ニ
テ
扶
持
セ
ン
ト
欲
ス
レ
ハ
、
必
ス
人
員
ノ
四
分
ノ
三
ハ
其
食
以
テ
足
ラ
サ
 
 

六
九
三
 
 
 

賦
税
要
覧
 
巻
一
 
 



（
一
〇
）
 
工
芸
二
依
リ
テ
大
利
ヲ
獲
へ
且
ツ
之
二
従
事
シ
テ
厚
給
ヲ
得
ル
コ
ト
容
易
ナ
ル
カ
故
ミ
国
民
一
般
ノ
家
収
忽
チ
増
加
シ
三
年
ノ
通
計
 
 

大
約
八
〇
億
磋
二
重
ル
。
而
シ
テ
其
中
三
健
二
五
〇
〇
硬
ハ
全
ク
エ
作
者
ノ
所
産
二
属
ス
。
 
 

地
主
、
金
主
ノ
蓄
積
二
属
ス
ル
所
ノ
資
産
ハ
、
前
条
二
比
ス
レ
ハ
英
数
稀
少
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
其
実
産
班
動
財
触
ヲ
合
ス
レ
ハ
六
〇
億
磋
 
 

国
債
謂
h
㌶
㌫
五
l
が
㌍
か
即
㌫
“
ノ
高
、
凡
ソ
八
〇
億
磋
ア
リ
。
其
息
金
ノ
出
計
毎
歳
二
六
六
〇
万
穣
、
即
チ
国
民
歳
収
ノ
三
歩
卜
三
 
 

分
ノ
ニ
ー
当
ル
。
 
 

本
国
及
ヒ
海
外
ノ
所
領
ヲ
保
護
ス
ル
陸
軍
ノ
資
費
一
五
四
〇
万
磋
、
海
岸
ヲ
警
衛
シ
貿
易
ヲ
保
護
ス
ル
海
軍
ノ
資
費
二
二
〇
万
硬
、
合
 
 

計
二
六
〇
〇
万
窃
即
チ
国
民
歳
収
ノ
三
歩
卜
三
分
ノ
ニ
ー
当
ル
。
 
 

叫
†
T
「
爪
 
 

政
府
ヲ
建
テ
、
其
政
ヲ
修
理
セ
ン
カ
為
メ
ェ
治
務
、
外
務
、
法
院
、
駅
逓
、
学
校
、
収
税
等
ノ
諸
局
ヲ
設
置
ス
。
英
資
費
一
六
〇
〇
万
 
 

磋
、
即
チ
国
民
歳
収
ノ
二
歩
二
当
ル
。
 
 

（
〓
ニ
）
 
 

ム
 
；
 
 
 
 
シ
ソ
ジ
ュ
ツ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
無
策
ノ
窮
民
ヲ
賑
他
シ
坊
街
ノ
避
卒
ヲ
配
置
シ
、
道
路
ヲ
営
繕
シ
陰
抗
〔
＝
溝
〕
ヲ
掃
除
シ
及
ヒ
気
燈
ヲ
点
ス
ル
エ
夫
ノ
諸
費
、
其
他
海
 
 

港
市
頭
橋
等
ヲ
保
持
ス
ル
諸
費
通
計
二
二
五
〇
万
硬
、
即
チ
国
民
歳
収
ノ
三
歩
二
当
ル
。
 
 

以
上
ノ
四
件
通
計
九
一
五
〇
万
磋
、
即
チ
国
民
歳
収
ノ
一
割
五
歩
半
二
当
ル
。
之
ヲ
歳
出
ノ
定
度
卜
為
シ
、
此
算
計
ヲ
更
二
詳
カ
ニ
セ
ン
 
 

カ
為
メ
、
之
ヲ
左
l
－
表
記
ス
。
 
 
 

一
八
六
八
年
財
用
ノ
歳
入
歳
出
及
版
図
ノ
表
 
 
 

平
方
積
 
一
二
万
里
 
 

ル
ヘ
シ
。
 
 

干
至
レ
リ
。
脚
㍍
昭
一
 
 

〓
一
）
 
 
 



歳
出
 
用
餉
朋
蒜
帥
相
 
 

第
一
国
債
ノ
利
息
 
二
六
六
〇
万
竺
誓
転
 
 

第
二
 
陸
軍
ノ
資
費
一
五
四
〇
万
穣
。
 
 

海
軍
ノ
資
費
 
二
二
〇
万
磋
諸
宗
諸
詔
臓
 
 

第
三
 
政
府
ノ
資
費
一
六
〇
〇
万
磋
讐
禦
 
 

第
四
 
救
郎
〔
‖
他
〕
及
ヒ
地
方
ノ
諸
費
 
二
二
五
〇
万
磋
禦
箪
ニ
t
錮
小
六
 
 
 

通
計
九
一
五
〇
万
磋
 
 

貿
易
 
 

輸
入
 
二
億
七
五
〇
〇
万
磋
 
 

輸
出
 
二
億
二
五
〇
〇
万
硬
 
 
 

通
計
五
億
硬
 
 

海
外
所
領
 
 

平
方
横
 
四
五
〇
万
里
 
 
 

戸
口
 
 

歳
入
 
 

資
産
 
 

国
債
 
 

三
〇
〇
〇
万
人
 
 

八
億
磋
 
 

六
〇
億
磋
 
 

八
億
磋
 
 



六
九
六
 
 

戸
口
 
 

一
億
五
五
〇
〇
万
 
 

以
上
ノ
会
計
其
額
数
浩
大
ニ
シ
テ
、
真
二
驚
ク
可
ク
、
以
テ
我
力
英
国
ノ
繁
栄
ス
ル
基
礎
ヲ
示
ス
ニ
足
レ
リ
。
斯
ノ
如
ク
繁
栄
ヲ
極
メ
テ
 
 

冨
鱗
ヲ
致
ス
所
以
ハ
、
宇
内
ノ
都
会
ニ
シ
テ
四
方
ノ
舟
車
盛
二
編
湊
シ
、
而
シ
テ
万
事
他
国
ニ
チ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
ス
レ
ハ
ナ
リ
。
此
超
乗
ス
 
 

ル
大
業
ヲ
保
ッ
テ
泰
山
ノ
安
キ
ニ
居
ラ
シ
メ
ン
ニ
ハ
、
其
費
用
実
二
亦
夕
浩
大
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
カ
故
ニ
、
国
民
ヲ
シ
テ
租
税
ヲ
楽
輸
 
 

セ
シ
メ
、
憂
戚
ノ
色
無
カ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
緊
要
ト
ス
。
是
ヲ
此
レ
国
家
ノ
財
用
ヲ
理
成
ス
ル
者
卜
云
フ
可
シ
。
 
 

夫
レ
此
ノ
如
ク
歳
出
移
多
ナ
リ
ト
維
モ
、
冗
費
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
然
ル
所
以
ハ
人
民
商
業
ヲ
専
ラ
ニ
シ
、
相
競
テ
其
績
成
ス
ル
所
ノ
価
直
 
 

ヲ
廉
l
－
シ
テ
市
頭
二
債
ラ
ン
ト
欲
シ
、
之
力
為
メ
ェ
埠
細
l
－
至
ル
マ
テ
、
孟
浪
ナ
ル
コ
ト
無
ク
、
政
府
ハ
百
事
ヲ
成
就
シ
、
用
度
ヲ
節
制
 
 

ス
ル
ヲ
緊
要
ト
シ
テ
以
テ
諸
官
皆
勉
励
ス
レ
バ
ナ
リ
。
 
 

第
二
回
 
収
税
ノ
本
旨
 
 

収
税
ノ
法
ハ
権
衡
ノ
如
ク
、
平
均
ニ
シ
テ
偏
頗
ナ
キ
ヲ
要
ト
ス
。
是
「
ア
ダ
ム
ス
ミ
ッ
ト
」
謂
家
及
ヒ
諸
大
家
ノ
要
訣
ニ
シ
テ
、
世
上
一
般
 
 

ノ
定
論
タ
リ
。
之
ヲ
実
際
二
施
行
ス
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
、
議
論
紛
々
ト
シ
テ
同
シ
カ
ラ
サ
レ
ト
モ
「
ア
ダ
ム
ス
ミ
ッ
ト
」
及
ヒ
古
ノ
経
済
家
 
 

イ
ソ
 
 

ノ
説
二
由
レ
ハ
、
庶
民
ノ
歳
収
二
比
較
シ
テ
、
之
ヲ
賦
課
ス
ル
ヲ
允
当
ト
ス
。
其
論
二
日
ク
、
凡
ソ
国
ノ
臣
民
タ
ル
老
ハ
、
政
府
ノ
保
護
 
 

二
依
ラ
ス
シ
テ
安
全
ヲ
得
ル
者
ナ
ケ
レ
ハ
、
亦
務
メ
テ
政
府
ヲ
維
持
セ
ン
カ
為
メ
l
「
英
資
産
相
当
二
出
金
ス
可
シ
。
其
割
合
二
至
リ
テ
 
 

－
タ
 
 

ハ
貧
富
ヲ
論
セ
ス
。
各
人
、
家
収
ノ
多
寡
二
応
ス
ル
者
ト
ス
。
響
へ
ハ
我
力
英
国
ノ
如
キ
ハ
、
毎
人
出
税
ノ
実
額
所
謂
什
一
ノ
割
二
当
 
 

ル
。
即
チ
之
ヲ
算
計
ス
ル
ニ
「
ア
ダ
ム
ス
ミ
ッ
ト
」
氏
ノ
法
則
ヲ
以
テ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
共
出
入
ノ
序
左
ノ
如
シ
。
 
 

富
家
 
 

毎
歳
ノ
収
入
 
五
〇
〇
〇
磋
 
 
 



然
レ
ト
モ
「
ヘ
ン
タ
ム
」
、
「
ミ
ー
ル
」
及
ヒ
後
釆
ノ
諸
家
二
於
テ
、
右
ノ
法
則
ハ
其
ノ
平
均
斉
一
卜
為
ス
可
ラ
サ
ル
理
ヲ
弁
シ
テ
日
ク
、
 
 

貧
家
、
衣
食
ノ
資
中
ヨ
リ
輸
納
ス
ル
所
ノ
租
税
ハ
、
之
ヲ
豪
富
ノ
有
余
中
ヨ
リ
出
ス
者
二
比
ス
レ
ハ
難
易
懸
隔
シ
、
肉
ヲ
剥
ク
ノ
息
二
非
 
 

ラ
ス
ヤ
。
是
二
於
テ
、
天
下
皆
ナ
此
ノ
論
ヲ
奉
シ
、
以
テ
貧
家
、
細
民
ノ
歳
収
ハ
衣
食
営
生
ノ
資
二
属
ス
ル
者
ナ
レ
ハ
、
須
ラ
ク
課
税
ヲ
 
 

軽
ク
シ
、
或
ハ
全
ク
免
除
シ
テ
可
ナ
リ
ト
ス
。
又
「
ベ
ン
ト
ソ
」
氏
ノ
法
二
従
へ
ハ
、
家
内
ノ
最
寡
ノ
極
ヲ
仮
定
シ
テ
五
〇
磋
卜
為
シ
、
 
 

此
高
二
至
ル
迄
ハ
総
テ
無
税
ニ
シ
テ
可
ナ
リ
ト
ス
。
是
レ
理
工
於
テ
一
点
ノ
弊
ア
ラ
ス
ト
云
フ
可
シ
。
然
レ
ト
モ
、
此
法
ハ
独
り
直
税
二
 
 

限
レ
ハ
、
之
ヲ
実
際
二
施
ス
ヘ
シ
ト
錐
ト
モ
種
々
ノ
間
税
ア
ル
ヲ
以
テ
、
更
二
施
ス
ヲ
得
ス
。
何
者
、
間
税
ハ
今
日
需
ム
ル
所
ノ
物
価
中
 
 

三
含
ム
者
ニ
シ
テ
、
英
人
ヨ
リ
之
ヲ
分
算
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
税
ノ
多
少
ヲ
定
メ
ン
ト
欲
ス
レ
ト
モ
、
諸
晶
其
価
ヲ
異
ニ
シ
テ
多
ク
購
ム
ル
者
 
 

ニ
ハ
、
之
ヲ
増
シ
、
少
ク
買
フ
老
ニ
ハ
之
ヲ
減
ス
ヘ
キ
ヤ
、
英
行
フ
可
ラ
サ
ル
ハ
顕
然
タ
リ
。
 
 

此
故
二
現
今
我
力
英
国
二
施
ス
所
ノ
税
則
ハ
、
膏
二
生
活
ノ
要
需
二
租
税
ヲ
徴
セ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
。
貧
家
二
至
リ
テ
ハ
、
歳
出
ノ
用
度
 
 

ア
イ
キ
ヨ
ケ
 
ト
錐
モ
亦
之
ヲ
免
除
ス
。
財
政
中
三
此
法
ア
ル
ヲ
以
テ
、
前
文
二
述
へ
タ
ル
真
狩
ノ
趣
意
ヲ
達
シ
テ
、
民
ノ
困
苦
ヲ
他
レ
ミ
而
シ
テ
又
夕
 
 

酒
及
ヒ
煙
草
ノ
如
キ
、
人
ヲ
悪
習
三
誘
導
ス
ル
物
ハ
、
貧
家
卜
雄
モ
其
税
ヲ
重
ク
シ
、
以
テ
民
ノ
之
二
浸
淫
ス
ル
ヲ
戒
ム
。
 
 

「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ッ
ト
」
ノ
税
法
ヲ
基
ト
シ
、
加
フ
ル
ニ
諸
家
ノ
論
ヲ
掛
酌
シ
テ
、
以
テ
左
ノ
法
則
卜
為
ス
ヘ
シ
。
 

六
九
七
 
 
 

同
 
 
出
税
 
 

技
芸
工
商
 
毎
歳
ノ
収
入
 
 

同
 
 
出
税
 
 

力
作
者
 
 
毎
歳
ノ
収
入
 
 

同
 
 
出
税
 
 

五
〇
〇
破
 
 

五
〇
〇
磋
 
 
 

五
〇
磋
 
 
 

五
〇
磋
 
 

五
磋
 
 



六
九
八
 
 

第
一
衣
食
ノ
用
度
二
重
税
ヲ
賦
ス
可
ラ
ス
。
 
 
 

第
二
 
煙
、
洒
ノ
如
キ
無
益
ノ
贅
晶
二
重
税
ヲ
賦
ス
可
シ
。
 
 
 

第
三
 
右
ノ
両
件
ヲ
除
キ
、
其
余
ノ
収
入
l
－
就
キ
テ
相
当
ノ
税
ヲ
賦
ス
可
シ
。
 
 
 

第
四
 
租
税
ハ
、
宜
シ
ク
一
定
同
経
ナ
ル
ヲ
要
ス
。
随
意
ナ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
不
平
均
ア
ル
可
ラ
ス
。
 
 
 

第
五
 
租
税
ハ
、
之
ヲ
納
ム
ル
者
ノ
極
メ
テ
便
利
ナ
ル
時
ト
、
法
ト
ニ
従
フ
ヘ
シ
。
 
 
 

第
六
 
租
税
ハ
、
務
メ
テ
其
高
ヲ
減
シ
テ
、
民
産
ヲ
培
育
ス
可
シ
。
 
 

右
ノ
法
則
l
－
従
フ
テ
税
ヲ
賦
シ
、
而
シ
テ
之
ヲ
納
ム
ル
老
ハ
、
其
身
分
二
応
シ
テ
過
度
ノ
受
用
ヲ
為
サ
サ
レ
ハ
、
左
ノ
算
計
下
為
ル
 
 

一
年
ノ
収
入
 
五
〇
〇
〇
虜
ノ
富
家
 
 

此
法
ニ
テ
ハ
要
晶
ノ
税
ヲ
減
シ
テ
贅
物
ノ
税
ヲ
増
ス
カ
故
ニ
、
国
民
能
ク
其
本
分
ヲ
守
リ
テ
過
度
ノ
費
ヲ
為
サ
サ
ル
者
ハ
某
レ
丈
ケ
出
税
 
 

ヲ
免
カ
ル
ル
ノ
理
ナ
リ
。
 
 

右
上
中
下
三
等
ノ
家
収
ハ
国
中
ヲ
平
均
シ
タ
ル
大
数
ナ
リ
。
実
際
二
於
テ
ハ
或
ハ
田
土
ヨ
リ
出
テ
、
或
ハ
金
貨
ヨ
リ
出
テ
或
ハ
エ
芸
ヨ
リ
 
 

出
ル
ニ
従
フ
テ
差
異
ア
ル
可
シ
。
 
 
 

出
税
 
 

同
 
 
収
入
 
 

出
税
 
 

同
 
 
収
入
 
 

出
税
 
 五

〇
〇
硬
詣
。
 
 

五
〇
〇
硬
ノ
商
職
家
 
 

四
五
礪
紬
埴
二
 
 

五
〇
虜
ノ
力
作
者
 
 

三
番
一
〇
「
シ
ル
リ
ン
グ
」
批
噂
。
 
 



第
三
国
 
収
税
ノ
法
 
 
 

億
兆
ノ
金
ヲ
億
兆
ノ
民
ヨ
リ
傲
ス
。
其
法
タ
ル
税
ヲ
賦
ス
ル
ニ
於
テ
、
唯
夕
一
種
二
定
ム
可
キ
ヤ
、
或
ハ
数
種
二
定
ム
可
キ
ヤ
、
以
テ
能
 
 

ク
其
効
ヲ
見
ル
コ
ト
執
レ
ヲ
カ
善
シ
ト
セ
ン
。
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ッ
ト
」
ノ
論
ヲ
用
ヒ
テ
貧
富
ヲ
間
ハ
ス
。
国
中
一
般
ヲ
平
均
シ
テ
毎
人
 
 

ノ
家
収
ヨ
リ
十
分
ノ
ー
ノ
税
ヲ
納
メ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
取
立
ノ
容
易
ナ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
。
弊
害
モ
亦
少
カ
ラ
ス
。
梢
冨
餞
ノ
民
卜
雉
 
 

モ
其
ノ
苛
煩
二
堪
ヘ
サ
ル
可
シ
。
況
ヤ
貧
襲
ノ
者
干
至
リ
テ
ハ
、
実
二
一
日
モ
之
ヲ
施
行
シ
難
シ
。
必
ラ
ズ
道
欠
ヲ
生
セ
ン
。
且
文
一
度
 
 

久
ペ
カ
 
 

適
欠
ス
レ
ハ
豊
、
償
納
ノ
期
有
ル
ヲ
得
ン
。
此
故
二
租
税
ハ
須
ラ
グ
其
種
類
ヲ
多
ク
シ
テ
、
民
ノ
貧
富
二
準
シ
億
兆
ノ
中
二
数
日
ヲ
立
テ
 
 

テ
分
配
ス
ル
デ
善
シ
ト
ス
。
是
レ
今
日
迄
テ
経
験
ス
ル
所
ナ
リ
。
 
 

国
民
ノ
租
税
ヲ
負
フ
ハ
兵
卒
ノ
糧
嚢
ヲ
負
二
同
シ
。
瞬
間
モ
之
ヲ
卸
ス
ヲ
許
サ
ス
。
故
三
共
疲
労
ヲ
救
ハ
ン
ト
欲
シ
テ
歴
宋
音
方
ヲ
蓋
シ
 
 

タ
リ
。
実
二
一
条
ノ
紐
革
其
処
ヲ
得
サ
レ
ハ
全
嚢
ノ
重
サ
一
方
－
′
偏
集
シ
テ
堪
．
ユ
可
ラ
サ
ル
者
卜
為
ル
。
此
故
－
－
其
重
サ
ヲ
整
斉
シ
テ
畳
 
 

ク
満
背
二
均
分
セ
シ
ム
可
シ
。
人
智
ノ
闘
ケ
ル
ニ
随
フ
テ
心
ヲ
労
シ
思
ヲ
焦
シ
許
多
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
タ
レ
ト
モ
一
利
ヲ
得
レ
バ
ー
害
随
ツ
 
 

テ
生
ス
。
故
テ
之
ヲ
負
フ
者
肺
疾
ヲ
患
ハ
サ
レ
ハ
披
脚
卜
為
り
。
皆
ナ
元
気
ヲ
保
ツ
コ
ト
能
ハ
ス
シ
テ
、
遂
三
栄
ル
ル
ニ
至
ル
。
此
レ
条
 
 

草
ノ
偏
俸
シ
テ
全
重
ヲ
均
分
セ
サ
ル
カ
故
ナ
リ
。
 
 

ツ
 
租
税
ハ
、
右
ノ
如
ク
国
民
ノ
決
シ
テ
卸
ス
可
ラ
サ
ル
重
荷
ナ
ル
カ
故
ニ
、
財
政
ヲ
執
ル
老
二
於
テ
其
聡
明
ヲ
鴻
ク
サ
サ
ル
可
ラ
ス
。
鉄
錨
 
 

ノ
税
卜
雉
モ
、
其
法
ヲ
得
サ
レ
ハ
必
ス
其
疾
苦
二
堪
へ
サ
ル
可
シ
。
宜
シ
ク
之
ヲ
国
民
一
体
二
均
分
シ
テ
軽
重
偏
倍
ノ
患
へ
ナ
キ
章
程
ア
 
 

ル
ヲ
要
ス
。
 
 

歴
釆
、
其
章
程
ヲ
立
テ
タ
ル
コ
ト
数
回
ニ
ア
ラ
ス
。
然
レ
ト
モ
皆
ナ
不
幸
ニ
シ
テ
未
夕
至
当
ヲ
得
ス
。
且
其
実
効
ヲ
見
ル
ニ
彼
ノ
担
者
ヲ
 
 

六
九
九
 
 
 



七
〇
〇
 
 

ノ
ミ
 

．
ヘ
ク
 
 

扶
持
セ
サ
ル
而
己
ナ
ラ
ス
。
却
テ
全
国
ノ
民
療
ヲ
醸
生
シ
即
チ
、
徴
税
ノ
樫
格
、
其
身
ヲ
束
縛
ス
。
之
力
為
メ
ニ
心
思
、
鬱
憤
シ
進
退
、
 
 

困
窮
シ
テ
手
足
ヲ
措
キ
、
飲
食
ヲ
承
ル
所
ナ
キ
ニ
至
り
。
終
ニ
ハ
工
芸
、
衰
微
シ
テ
貿
易
零
落
シ
タ
リ
。
是
故
三
国
ノ
大
臣
、
其
梗
括
ヲ
 
 

解
キ
去
ル
ヲ
以
テ
任
卜
為
シ
、
爾
来
心
思
ヲ
費
シ
汲
々
ト
シ
テ
、
其
療
法
ヲ
求
ム
レ
ト
モ
一
新
ノ
功
ヲ
奏
ス
ル
ー
一
重
ラ
ス
。
之
ヲ
完
全
シ
 
 

テ
善
美
ヲ
轟
ス
迄
テ
ハ
尚
オ
税
法
l
－
於
テ
改
正
ス
可
キ
事
業
鮮
ナ
カ
ラ
ス
ト
知
ル
可
シ
。
 
 

然
レ
ト
モ
若
シ
良
法
ヲ
考
へ
得
テ
、
之
ヲ
施
ス
ト
キ
ハ
彼
ノ
兵
卒
ノ
課
程
ヲ
増
ス
コ
ト
無
フ
シ
テ
瞳
嚢
ヲ
軽
ク
ス
可
キ
謂
㍍
川
謂
卵
㌔
 
 

ノ
方
術
無
キ
l
l
シ
モ
ア
ラ
ス
。
希
ク
ハ
将
師
二
於
テ
全
軍
ノ
元
気
ヲ
傷
ル
コ
ト
無
ク
、
此
行
陣
ヲ
全
ク
ス
ル
ヲ
得
へ
永
ク
億
兆
㌢
シ
テ
其
 
 

恩
沢
二
浴
セ
シ
メ
賜
ハ
ン
コ
ト
ヲ
。
 
 

租
税
ノ
目
数
、
一
八
四
一
年
以
来
甚
夕
減
少
セ
リ
ト
錐
モ
、
尚
オ
数
種
ア
リ
。
之
ヲ
簡
易
二
記
ス
ヘ
シ
。
 
 

計
淳
二
載
ス
ル
所
ノ
官
税
ヲ
八
積
三
分
ツ
。
即
チ
「
コ
ス
ト
ム
」
摘
川
捕
、
「
ヱ
キ
サ
イ
ス
」
舶
用
摘
、
「
ス
タ
ア
ム
ブ
ス
」
諸
、
「
ア
 
 

ス
セ
ス
ト
」
桶
、
「
イ
ン
コ
ム
・
エ
ン
ド
・
プ
ロ
ペ
ル
チ
イ
」
朗
川
雛
資
、
「
ポ
ス
ト
・
ヲ
フ
ィ
シ
」
謂
、
「
コ
ロ
ヲ
ン
ラ
ン
ズ
」
㌶
、
 
 

「
ミ
ス
セ
ル
レ
ン
シ
ュ
ス
」
闘
是
ナ
リ
。
右
ノ
部
病
中
二
唯
夕
取
立
方
ノ
相
似
タ
ル
ノ
ミ
言
、
其
ノ
趣
意
全
ク
相
塀
セ
サ
ル
者
ヲ
混
同
 
 

ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
是
等
ハ
旧
習
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
ニ
シ
テ
別
二
意
ア
ル
ニ
非
ス
。
 
 

ウ
イ
リ
ヤ
ム
ヲ
ケ
 
 

「
コ
ス
ト
ム
」
税
ハ
、
維
廉
王
第
一
世
前
ヨ
リ
眈
二
国
中
二
施
行
シ
タ
リ
。
「
コ
ス
ト
ム
」
ト
ハ
故
例
旧
習
卜
云
フ
義
l
二
ア
、
上
古
ヨ
リ
海
 
 

ロ
ヲ
出
入
ス
ル
貨
物
又
ハ
橋
梁
、
渡
頭
ヲ
越
ル
物
品
ヨ
リ
租
税
ヲ
取
り
今
日
迄
テ
陸
続
ト
シ
テ
断
へ
サ
ル
故
ニ
、
此
名
ヲ
得
タ
リ
。
今
日
 
 

ノ
↓
ユ
ス
ト
ム
」
税
ハ
、
之
ヲ
賦
ス
ル
物
品
、
只
数
種
ナ
リ
ト
錐
モ
、
其
額
浩
大
ニ
シ
テ
緊
要
ノ
税
卜
為
レ
リ
。
 
 

「
ヱ
キ
サ
イ
ス
」
税
ハ
、
一
式
二
六
年
二
始
メ
テ
内
地
ノ
産
物
ヨ
リ
之
ヲ
抽
キ
取
り
、
其
後
停
止
セ
シ
カ
〓
ハ
四
三
年
二
至
り
議
院
ノ
議
 
 

定
二
依
リ
テ
、
再
ヒ
、
エ
ー
ル
酒
、
ビ
ー
ル
酒
、
サ
イ
ド
ル
酒
、
ペ
ル
リ
ー
酒
二
隈
リ
テ
之
ヲ
賦
シ
、
之
ヨ
リ
永
久
ノ
正
税
卜
為
リ
タ
 
 
 



リ
。
今
日
ニ
チ
ハ
其
酒
品
ノ
外
売
酒
ノ
免
状
料
及
ヒ
賃
率
、
鉄
道
、
射
猟
ノ
免
状
料
、
飼
犬
ノ
税
モ
此
煩
二
属
ス
。
 
 

モ
 
「
ア
ス
セ
ス
ド
」
税
ハ
、
原
ト
「
フ
ェ
メ
ー
ジ
」
ト
称
シ
テ
、
維
廉
王
第
一
世
ノ
頃
ヨ
リ
、
煙
窓
一
孔
二
就
キ
テ
若
干
ノ
貢
ヲ
奉
リ
タ
ル
 
 

チ
ャ
ー
ル
ズ
 
故
例
ナ
リ
シ
カ
、
共
後
廃
止
シ
、
査
耳
斯
王
第
二
世
ノ
時
二
至
リ
テ
再
興
シ
テ
、
竃
税
卜
為
り
、
維
靡
王
第
三
世
二
重
リ
テ
家
税
、
窓
税
 
 

ノ
名
目
卜
為
レ
リ
。
 
 

オ
ヲ
ソ
ダ
イ
ス
（
■
右
（
ス
ベ
イ
ソ
）
 
「
ス
タ
ア
ム
プ
」
税
ノ
濫
傷
ハ
、
昔
シ
和
蘭
国
、
西
班
牙
国
卜
大
工
戦
争
シ
テ
軍
費
二
窮
シ
タ
ル
時
ニ
、
国
中
二
令
ヲ
下
シ
テ
日
ク
、
新
二
 
 

租
税
ノ
良
方
ヲ
工
夫
シ
タ
ル
者
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
、
大
賞
ヲ
与
へ
ン
ト
。
此
二
於
テ
諸
人
心
思
ヲ
労
シ
、
章
二
此
税
ヲ
発
明
ス
。
之
ヱ
六
二
 
 

四
年
二
採
用
シ
、
同
七
妄
二
重
テ
リ
始
メ
義
力
英
国
二
施
行
ス
。
同
九
四
年
芸
り
「
プ
ロ
ベ
ー
ト
」
発
㌔
ヨ
リ
モ
亦
聖
者
り
。
 
 

爾
後
、
其
数
愈
〝
多
ク
、
共
晶
益
〝
異
ニ
シ
テ
証
書
、
手
形
ノ
警
り
「
イ
ン
シ
ュ
レ
ン
ス
」
詣
、
「
プ
ロ
ベ
ー
ト
」
翫
、
「
レ
グ
ー
 
 

シ
ー
」
m
餉
、
「
シ
ュ
ク
セ
ス
シ
ュ
ン
」
獅
錯
ノ
其
他
一
切
ノ
免
許
状
、
薬
剤
ノ
官
許
等
二
於
テ
モ
取
立
ル
コ
ト
ト
為
リ
タ
リ
。
 
 

「
イ
ン
コ
ム
」
税
ハ
、
一
七
九
八
年
1
真
時
ノ
宰
相
「
ヒ
ッ
ト
」
氏
ノ
始
メ
テ
設
ケ
タ
ル
所
ナ
リ
。
 
 

「
ロ
ー
カ
ル
」
班
税
、
即
チ
別
税
ハ
七
王
割
拠
ノ
頃
ノ
郡
賦
ノ
遺
風
ニ
シ
テ
、
国
税
ノ
中
二
於
テ
尤
モ
旧
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
 
 

租
税
ノ
目
ヲ
区
別
ス
ル
ト
キ
ハ
、
右
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
各
其
ノ
由
来
ア
ラ
サ
ル
ハ
無
シ
。
然
レ
ト
モ
「
エ
キ
サ
イ
ス
」
及
ヒ
「
ス
タ
ア
ン
プ
」
 
 

税
ノ
如
キ
干
至
リ
テ
ハ
一
目
ノ
中
二
数
種
ノ
品
類
ア
リ
。
一
々
三
乙
ヲ
分
解
ス
ル
ハ
無
用
二
属
ス
ル
者
ト
ス
。
 
 

借
テ
経
済
家
ノ
論
二
拠
ル
ト
キ
ハ
、
租
税
ノ
品
類
ヲ
区
分
ス
ル
コ
ト
甚
夕
精
密
ナ
リ
。
共
学
科
二
則
チ
日
ク
、
賃
金
ノ
税
、
日
ク
、
田
地
 
 

ノ
税
、
日
ク
、
利
益
ノ
税
、
日
ク
、
給
料
ノ
税
、
日
ク
、
収
入
ノ
税
、
物
品
ノ
税
、
約
定
ノ
税
、
郵
信
ノ
税
、
詞
訟
ノ
税
、
地
方
ノ
税
、
 
 

是
ナ
リ
。
此
論
ハ
極
メ
テ
至
当
ニ
シ
テ
理
上
テ
於
テ
ハ
一
晩
ヲ
容
ル
能
ハ
ス
ト
錐
．
モ
其
区
別
精
微
≡
過
キ
テ
、
実
際
二
施
行
シ
難
シ
。
是
 
 

政
二
現
用
二
供
ス
ル
ニ
ハ
、
只
夕
簡
易
明
白
ニ
シ
テ
人
々
ノ
速
二
会
領
ス
ル
ヲ
以
テ
第
一
卜
為
ス
ナ
リ
。
 
 

七
〇
一
 
 
 



七
〇
二
 
 

然
レ
ハ
、
其
区
別
二
於
テ
簡
易
ナ
ル
手
段
ア
リ
ヤ
、
日
ク
、
舌
法
二
之
レ
ア
リ
。
即
チ
、
国
課
ヲ
直
税
、
間
税
ノ
二
種
二
分
ツ
。
是
ナ
リ
。
 
 

ス
ベ
 
 

直
税
ト
ハ
都
テ
其
本
人
ヨ
リ
直
二
輪
納
ス
ル
モ
ノ
ニ
テ
家
税
、
地
税
ノ
如
キ
ヲ
云
フ
。
間
税
ト
ハ
買
者
卜
売
者
ノ
間
ヨ
リ
出
ス
ル
モ
ノ
ー
ー
 
 

テ
其
税
六
乃
チ
物
価
中
二
包
含
ス
。
輸
入
輸
出
税
「
ユ
キ
サ
イ
ス
」
税
ノ
如
キ
ヲ
云
フ
。
 
 

然
レ
ト
モ
直
税
卜
間
税
ト
ハ
、
必
蓑
、
租
税
ヲ
納
ム
ル
模
様
二
依
リ
テ
之
ヲ
区
別
ス
ル
者
ニ
テ
、
其
本
来
ノ
品
質
二
就
キ
テ
之
ヲ
区
別
ス
 
 

ル
老
ニ
ア
ラ
ス
。
故
二
之
ヲ
以
テ
至
当
不
易
ノ
名
目
卜
為
シ
難
シ
。
替
へ
ハ
収
入
税
、
家
産
税
ノ
如
キ
ハ
、
其
本
人
ヨ
リ
之
ヲ
納
ム
ル
ト
 
 

キ
ハ
直
税
卜
為
り
、
借
主
或
ハ
典
主
ヨ
リ
之
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
間
税
ト
ナ
ル
カ
如
シ
。
 
 

更
二
租
税
ヲ
区
別
ス
ル
ー
法
ア
リ
。
甚
夕
簡
易
ニ
シ
テ
速
二
解
シ
易
ク
、
即
チ
共
晶
質
二
於
テ
判
然
タ
ル
区
別
ア
リ
。
従
来
ノ
経
済
書
二
 
 

未
夕
之
ヲ
論
セ
ス
。
 
 

右
ノ
両
囁
ハ
伝
来
最
モ
久
シ
ク
シ
テ
、
収
入
ノ
税
ハ
、
地
方
ノ
別
税
ヨ
リ
姶
り
、
耗
出
ノ
税
ハ
輸
入
・
輸
出
ノ
物
品
ヨ
リ
上
納
セ
シ
老
ニ
 
 

テ
時
運
ノ
開
花
二
従
フ
テ
正
当
ノ
官
税
卜
為
レ
リ
。
 
 

収
入
ノ
税
ハ
、
往
古
封
建
ノ
頃
ノ
直
税
ニ
シ
テ
、
耗
出
ノ
税
ハ
、
其
頃
ノ
間
税
ナ
リ
。
而
シ
テ
直
税
ハ
当
然
ノ
義
務
ニ
シ
テ
、
苛
ク
モ
田
 
 

地
家
屋
ヲ
有
ス
ル
老
ハ
、
決
シ
テ
徴
調
ヲ
免
ル
可
ラ
ス
。
間
税
ハ
随
意
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
英
人
ノ
倹
奪
三
従
フ
テ
増
減
ヲ
為
ス
。
即
チ
贅
 
 

晶
ヲ
騎
ム
ル
コ
ト
多
カ
ラ
サ
レ
ハ
納
税
モ
亦
砂
キ
カ
如
シ
。
 
 

ス
ペ
 
 

タ
グ
 
 

官
税
ノ
目
亦
多
シ
ト
雄
モ
、
其
原
ヲ
推
ス
ト
キ
ハ
都
テ
此
二
種
中
二
在
ラ
サ
ル
ハ
無
シ
。
然
り
而
シ
テ
別
l
二
種
ア
リ
。
時
ト
シ
テ
ハ
収
 
 

入
二
属
シ
、
時
ト
シ
テ
ハ
粍
出
二
属
ス
。
即
チ
左
ノ
類
是
ナ
リ
。
 
 
 

第
一
収
入
及
ヒ
資
産
ノ
税
即
チ
 
「
レ
シ
ー
ト
」
 
 

第
二
 
耗
出
ノ
税
、
即
チ
「
ア
オ
ト
ゴ
ー
イ
ン
ク
」
 
 皮用 受収  



第
三
 
職
業
、
通
信
ノ
租
税
及
ビ
免
許
料
 
 

昔
シ
封
建
ノ
頃
ニ
ハ
、
之
ヲ
目
シ
テ
直
税
卜
為
シ
タ
リ
シ
カ
、
其
後
経
済
家
l
l
於
テ
其
理
ヲ
推
シ
テ
之
ヲ
間
税
卜
定
メ
タ
リ
。
 
 

地
方
ノ
税
モ
亦
、
聞
直
ノ
二
類
相
混
シ
、
時
ト
シ
テ
ハ
地
主
ノ
収
入
ヨ
リ
輸
納
シ
テ
直
税
ト
ナ
リ
。
時
ト
シ
テ
ハ
借
主
ノ
耗
出
ヨ
リ
輪
納
 
 

シ
テ
間
税
ト
ナ
ル
ナ
リ
。
 
 

地
方
ノ
税
ヲ
、
斯
ク
直
間
ノ
二
類
二
区
別
シ
、
其
ノ
比
例
ヲ
「
定
ス
ル
コ
ト
ハ
経
済
家
ノ
心
思
ヲ
費
ス
要
務
ニ
シ
テ
、
甚
夕
容
易
ノ
老
ニ
ア
 
 

ラ
ス
。
之
ヲ
別
款
、
即
チ
地
方
税
及
ヒ
「
ト
ヲ
ル
」
諸
ノ
粂
テ
出
シ
、
其
処
二
於
テ
詳
論
セ
リ
。
 
 

第
四
回
 
租
税
ノ
大
区
別
 
 
 

今
我
英
国
二
行
ハ
ル
ル
税
目
ヲ
枚
挙
シ
、
其
類
ヲ
分
ッ
テ
之
ヲ
論
セ
ン
。
是
ハ
頗
ル
迂
遠
二
似
タ
リ
ト
錐
モ
諸
税
二
就
テ
彼
此
ノ
比
例
ヲ
 
 

明
カ
ニ
通
暁
シ
、
而
シ
テ
国
家
ノ
財
政
ノ
宜
シ
キ
ヲ
得
ル
ト
否
ル
ト
ヲ
領
会
ス
ル
ニ
ハ
欠
ク
可
ラ
サ
ル
要
務
ナ
リ
。
 
 

先
ツ
初
メ
ニ
国
ノ
歳
入
中
二
就
テ
、
其
幾
許
ハ
純
粋
ノ
租
税
二
属
ス
ル
ヤ
、
其
幾
許
ハ
渾
合
ノ
租
税
二
属
ス
ル
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
肝
要
ナ
リ
。
 
 

去
ル
九
年
ノ
間
ノ
歳
入
ヲ
平
均
ス
レ
ハ
、
一
年
七
〇
〇
〇
万
磋
卜
為
ル
。
地
方
ノ
税
ハ
、
年
々
加
増
シ
テ
遂
l
〓
≡
五
〇
万
磋
卜
為
ル
。
 
 

之
ヲ
合
算
シ
テ
渾
税
ノ
総
計
九
二
五
〇
万
磋
卜
為
り
。
而
シ
テ
一
八
六
七
年
四
月
ヨ
リ
同
八
年
ノ
四
月
l
－
至
ル
一
年
ノ
歳
入
ヲ
会
計
ス
ル
 
 

ト
キ
ハ
、
官
税
六
九
六
〇
万
磋
、
地
方
ノ
税
二
二
五
〇
万
磋
ニ
シ
テ
総
計
九
二
一
〇
万
磋
ナ
リ
。
 
 

此
全
額
ノ
中
二
公
田
ノ
粗
金
或
ハ
其
所
産
ノ
価
金
ア
リ
。
是
レ
ハ
国
ノ
公
財
二
属
ス
故
ニ
、
純
税
ニ
ア
ラ
ス
。
港
口
ノ
費
用
及
ヒ
「
ト
ヲ
ル
」
 
 

ノ
税
ア
リ
。
是
ハ
会
社
ノ
資
産
二
属
ス
。
故
二
純
税
ニ
ア
ラ
ス
。
郵
便
ノ
利
益
ア
リ
。
是
ハ
甚
夕
廉
価
ヲ
以
テ
衆
人
ノ
用
ヲ
達
シ
、
而
シ
テ
 
 

職
業
ノ
生
息
二
属
ス
。
故
二
純
税
ニ
ア
ラ
ズ
。
其
他
印
度
ノ
緻
納
金
、
旧
儲
ノ
物
、
遺
失
ノ
物
、
無
主
ノ
畜
類
等
ヨ
リ
収
納
ス
ル
雑
入
ア
リ
。
 
 

七
〇
≡
 
 
 



七
〇
四
 
 
 

此
等
モ
租
税
ノ
名
ア
ル
ノ
ミ
ニ
テ
以
上
ハ
皆
ナ
渾
税
ニ
シ
テ
純
税
卜
眉
ラ
別
ナ
リ
。
一
八
六
七
年
ノ
会
計
二
拠
レ
ハ
其
総
額
左
ノ
如
シ
。
 
 

ア
マ
 
 
 

総
官
九
〇
〇
万
硬
 
之
ヲ
庫
税
九
二
、
一
〇
万
磋
ノ
額
ヨ
リ
引
去
ル
ト
キ
ハ
、
其
剰
ル
所
ノ
八
三
一
〇
万
虜
、
即
チ
純
税
ノ
全
額
ト
ナ
ル
。
 
 

此
会
計
ヲ
基
ト
シ
テ
全
国
人
民
ノ
収
入
ヲ
八
億
磋
卜
倣
ス
ト
キ
ハ
右
純
税
ノ
全
額
ハ
、
即
チ
英
一
割
卜
三
分
ノ
一
余
二
当
ル
ナ
リ
。
 
 

右
ノ
八
三
一
〇
万
磋
ノ
純
税
中
ニ
モ
又
全
ク
引
キ
去
ル
者
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
。
響
へ
ハ
文
武
ノ
官
吏
其
他
租
税
ヲ
以
テ
資
用
卜
為
ス
老
ア
 
 

リ
。
此
輩
ノ
所
納
ノ
租
税
ハ
、
原
卜
取
立
タ
ル
租
税
中
ヨ
リ
出
ル
所
ノ
租
税
ニ
シ
テ
、
一
物
両
用
ヲ
為
ス
故
l
て
之
ヲ
引
キ
去
リ
テ
其
ノ
純
 
 

税
ハ
凡
ソ
七
六
〇
〇
万
歳
三
シ
テ
国
民
ノ
収
入
諸
㌶
腋
摘
ス
七
億
二
〇
〇
〇
万
磋
中
ヨ
リ
輸
納
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ナ
リ
。
 
 

実
際
ノ
算
ヲ
為
ス
ト
キ
ニ
ハ
判
然
卜
此
ノ
官
別
ヲ
定
メ
難
シ
。
是
レ
租
税
中
ヨ
リ
納
ム
ル
所
ノ
租
税
ト
、
国
民
総
体
ノ
収
入
ヨ
リ
出
ス
所
 
 

ノ
租
税
ト
ノ
境
界
ヲ
区
別
シ
難
ケ
レ
ハ
ナ
リ
。
 
 

故
三
先
ツ
英
国
ノ
租
税
ヲ
八
三
〇
〇
万
磋
卜
者
倣
シ
、
続
ヒ
テ
之
ヲ
賦
ス
ル
所
ノ
財
原
ヲ
説
ク
可
シ
。
 
 

賦
税
要
覧
巻
一
終
 
 
 

官
ノ
歳
入
 
 
 

公
田
 
 
 

郵
便
ノ
利
益
 
 
 

雑
入
 
 

地
方
ノ
歳
入
 
 
 

会
社
ノ
資
産
 
 
 

港
口
ノ
費
用
 
 
 

三
四
万
硬
 
 

三
二
三
万
瑛
 
 

二
五
九
万
嘩
 
 
 

五
〇
万
感
 
 

二
三
四
万
磋
 
 



壇
江
 
何
 
躍
 
之
 
訳
述
 
 

第
五
回
 
収
入
及
資
産
ノ
税
 
 
 

第
一
類
ノ
租
税
ハ
、
収
入
及
資
産
二
杭
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
大
抵
ハ
其
家
収
一
年
一
〇
〇
磋
以
上
二
非
レ
ハ
之
ヲ
賦
セ
ス
。
此
総
額
四
億
磋
 
 

ニ
シ
テ
、
全
国
歳
入
ノ
総
額
二
照
セ
ハ
、
略
ホ
英
一
半
二
当
ル
。
而
シ
テ
之
ヲ
二
種
工
区
別
シ
テ
、
一
ハ
収
入
ヨ
リ
納
ム
ル
者
卜
為
シ
、
 
 

一
ハ
財
本
ヨ
リ
納
ム
ル
者
卜
為
ス
。
 
 

収
入
二
巌
ス
ル
税
 
 

第
一
収
入
及
資
産
ノ
税
 
此
税
ハ
土
地
、
家
屋
、
農
業
、
積
金
、
職
業
、
俸
給
、
捨
扶
持
等
緒
種
ノ
収
入
ヨ
′
り
輸
納
ス
ル
者
ヲ
、
皆
 
 

此
類
二
入
レ
、
一
譲
二
就
キ
五
ペ
ン
ス
。
即
チ
、
二
歩
ノ
算
例
ニ
テ
、
総
計
六
一
七
万
七
〇
〇
〇
磋
卜
為
ル
。
 
 

第
二
 
地
税
 
此
税
ハ
其
由
来
最
モ
旧
ク
、
昔
ハ
一
年
ノ
地
代
一
砥
三
付
四
「
シ
ル
リ
ン
グ
」
ヲ
取
リ
シ
カ
、
共
後
地
代
ノ
高
下
テ
拘
 
 

ラ
ス
之
ヲ
以
テ
定
租
卜
為
シ
、
又
漸
二
減
少
シ
テ
今
日
ニ
テ
ハ
、
大
概
国
中
ノ
田
地
家
屋
共
其
賃
租
ノ
一
歩
卜
定
メ
、
其
高
一
 
 

〇
九
万
三
〇
〇
〇
磋
卜
為
ル
。
 
 

第
三
 
法
曹
ノ
「
フ
ン
ヅ
」
鯛
及
規
銀
 
是
ハ
収
入
或
ハ
財
本
ヨ
リ
輸
納
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
≡
万
八
〇
〇
〇
硬
卜
為
ル
。
 
 
 

右
収
入
ヨ
リ
所
納
ノ
租
税
総
計
七
四
八
万
八
〇
〇
〇
磋
 
 

七
〇
五
 
 
 

賦
税
要
覧
 
巻
二
 
 



七
〇
六
 
 

財
本
二
賦
ス
ル
税
 
 
 

第
四
一
切
勒
財
二
就
テ
ノ
遺
書
ノ
允
許
ノ
税
及
遺
書
ナ
キ
資
産
取
扱
方
ノ
税
 
此
税
ハ
平
均
シ
テ
財
本
ノ
二
歩
、
即
チ
終
身
ノ
家
収
 
 

ノ
二
歩
卜
三
分
ノ
ニ
ニ
当
り
、
押
印
ノ
規
銀
モ
此
中
二
包
ン
テ
一
七
七
万
三
〇
〇
〇
磋
卜
為
ル
。
 
 
 

第
五
 
遣
物
譲
受
ノ
税
 
此
税
ハ
夫
妻
エ
ア
ラ
サ
ル
外
ハ
、
一
切
ノ
授
受
動
財
ノ
遺
業
及
売
却
ス
ヘ
キ
実
産
二
就
キ
テ
「
プ
ロ
ベ
ー
ト
」
 
 

ト
モ
 
 

税
卜
倶
二
之
ヲ
輸
納
ス
。
平
均
シ
テ
財
本
ノ
二
歩
半
、
即
チ
終
身
ノ
家
収
ノ
三
歩
卜
三
分
一
ニ
シ
三
一
一
六
万
二
〇
〇
〇
破
卜
 
 

為
ル
。
 
 
 

第
六
 
承
業
ノ
税
 
此
税
ハ
夫
妻
ヲ
除
ク
外
ハ
、
一
切
ノ
実
産
動
財
ヲ
承
ケ
続
ク
者
二
賦
ス
。
之
ヲ
「
レ
グ
ー
シ
ー
」
税
二
比
ス
レ
ハ
、
 
 

棺
寛
裕
ニ
シ
テ
、
終
身
ノ
家
収
ノ
財
本
上
ニ
テ
漸
ク
一
歩
半
二
当
り
共
額
七
二
万
一
〇
〇
〇
硬
卜
為
ル
。
 
 
 

第
七
 
証
券
其
他
文
書
ノ
印
税
 
此
等
ハ
多
ク
財
産
ノ
授
受
二
就
テ
出
タ
ス
所
ニ
シ
テ
、
大
抵
ハ
財
本
ヨ
リ
之
ヲ
輸
納
ス
。
即
チ
国
民
 
 

ノ
歳
入
四
億
磋
ノ
三
歩
余
二
当
リ
テ
、
総
高
一
六
〇
万
二
〇
〇
〇
硬
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
其
賦
ス
ル
所
僅
少
l
－
シ
テ
輸
納
ノ
時
モ
 
 

一
定
セ
サ
ル
カ
故
三
共
失
費
ヲ
確
算
シ
難
キ
者
ア
リ
。
 
 

右
財
本
ヨ
リ
所
納
ノ
租
税
総
計
六
二
五
万
八
〇
〇
〇
磋
 
 

右
ノ
如
ク
収
入
及
財
本
ヨ
リ
所
納
ノ
税
額
総
計
一
三
七
四
万
六
〇
〇
〇
磋
、
即
チ
国
民
ノ
歳
入
四
億
磋
ノ
三
歩
半
l
－
柏
不
足
ス
。
其
内
二
 
 

歩
ハ
家
収
二
属
シ
、
一
歩
半
ハ
財
産
二
属
ス
。
 
 

更
二
資
産
ヨ
リ
出
ス
所
ノ
税
ノ
弊
ヲ
説
ク
ヘ
シ
。
此
税
ハ
継
嗣
タ
ル
者
英
資
産
ヲ
承
受
ス
ル
ニ
先
タ
ッ
チ
納
ム
ル
者
ニ
テ
、
明
カ
ニ
二
様
 
 

ノ
損
失
ヲ
受
ク
。
英
一
ハ
右
ノ
納
メ
シ
税
額
二
随
フ
テ
即
チ
、
承
受
ス
ヘ
キ
財
本
ヲ
減
シ
、
英
一
ハ
右
財
本
ノ
減
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
嗣
後
ノ
生
 
 

息
ス
ヘ
キ
年
々
ノ
家
収
ヲ
失
フ
。
然
ハ
則
チ
此
租
税
ハ
尋
常
ノ
収
入
税
二
比
ス
レ
ハ
、
頗
ル
重
キ
者
卜
云
フ
可
シ
。
蓋
シ
尋
常
ノ
収
入
ヨ
 
 
 



リ
輸
納
ス
ル
者
ハ
、
曽
ツ
テ
財
本
ヲ
失
フ
コ
ト
無
キ
カ
故
ニ
、
之
ヲ
継
嗣
▲
ニ
伝
へ
テ
年
々
ノ
生
息
ヲ
獲
へ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
。
誓
ヘ
ハ
今
一
〇
万
 
 

ス
ナ
（
 
磋
ノ
財
本
ヲ
有
ス
ル
者
ア
リ
。
及
チ
遺
書
ヲ
立
テ
其
允
許
持
祁
㍍
い
け
相
打
㍍
ノ
税
ト
シ
テ
二
歩
、
即
チ
二
〇
〇
〇
磋
ヲ
輸
納
ス
ル
ト
 
 

キ
ハ
其
継
嗣
タ
ル
者
、
此
後
年
々
喘
虻
粕
粕
詣
”
舶
碩
置
戸
九
〇
磋
ノ
損
失
ヲ
受
ル
理
テ
当
ル
ナ
リ
。
而
シ
テ
此
九
〇
硬
ヲ
以
テ
、
右
ノ
一
 
 

〇
万
磋
ヨ
リ
二
〇
〇
〇
磋
ヲ
引
去
リ
タ
ル
剰
り
額
、
即
チ
九
万
八
〇
〇
〇
磋
ノ
収
入
二
賦
ス
ル
者
ト
ス
レ
ハ
、
其
税
二
歩
以
上
卜
為
り
。
 
 

加
フ
ル
ニ
又
夕
嗣
後
二
於
テ
二
歩
ノ
収
入
税
、
即
チ
四
〇
虜
ヲ
出
ス
可
キ
二
〇
〇
〇
硬
ノ
財
本
ヲ
モ
失
フ
ナ
リ
。
先
ツ
英
人
ノ
資
財
ヲ
保
 
 

有
ス
ル
一
代
ノ
期
限
ヲ
三
三
年
卜
看
倣
シ
テ
、
二
〇
〇
〇
磋
二
於
テ
英
一
年
ノ
利
息
ヲ
四
歩
半
卜
定
メ
テ
之
ヲ
受
ル
ト
倣
ス
ト
キ
ハ
、
右
 
 

一
〇
万
虜
ノ
財
本
ヨ
リ
二
歩
ノ
税
ヲ
納
メ
ン
カ
為
メ
ニ
、
即
チ
一
年
ノ
損
失
九
〇
磋
卜
為
ル
。
若
シ
此
九
〇
磋
ノ
利
息
ヲ
年
々
二
受
ル
者
 
 

卜
倣
シ
テ
三
三
年
ヲ
経
ル
ト
キ
ハ
、
彼
ノ
二
〇
〇
〇
磋
ノ
全
額
ヨ
リ
モ
九
七
〇
磋
過
超
ス
ル
ナ
リ
。
此
故
二
財
本
ヨ
リ
「
プ
ロ
ベ
ー
ト
」
 
 

税
ヲ
輸
納
セ
シ
ム
ル
ハ
畢
貴
官
二
於
テ
別
二
毎
人
ノ
収
入
税
二
就
キ
大
略
三
分
ノ
一
ヲ
減
却
ス
ル
ニ
異
ナ
ラ
ス
。
之
二
拠
テ
以
テ
推
算
ス
 
 

ル
ト
キ
ハ
 
「
プ
ロ
ベ
ー
ト
」
及
「
ア
ト
ミ
ニ
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
」
ノ
税
ヲ
平
均
二
歩
ノ
比
例
ニ
テ
財
本
二
賦
ス
ル
者
卜
為
セ
ハ
、
実
二
出
税
 
 

老
ノ
収
入
ヨ
リ
二
穣
一
三
「
シ
ル
リ
ン
グ
」
四
「
ペ
ン
ス
」
ノ
租
税
二
当
ル
ナ
リ
。
 
 

「
プ
ロ
ペ
ー
ト
」
遺
書
、
「
レ
グ
ー
シ
ー
」
遺
物
及
承
業
ノ
允
許
ヲ
乞
フ
テ
、
時
々
二
税
金
ヲ
輸
納
ス
ル
老
甚
夕
多
シ
。
一
度
之
ヲ
納
ム
 
 

ル
ト
キ
ハ
毎
年
ノ
収
入
ヲ
減
シ
、
随
フ
テ
英
人
ノ
用
度
モ
減
ス
ル
カ
故
ニ
、
自
ラ
国
ノ
歳
入
ヲ
減
ル
ニ
至
ル
理
工
非
ス
ヤ
。
 
 

真
二
経
済
ノ
経
済
タ
ル
理
二
拠
リ
テ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
、
財
本
ヨ
リ
輸
納
ス
ル
租
税
ハ
、
流
通
ス
ル
所
ノ
用
度
二
賦
ス
者
卜
同
様
ニ
ス
可
ラ
 
 

ス
。
財
本
ヲ
減
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
二
準
シ
テ
他
ノ
税
ヲ
減
シ
、
終
二
国
ノ
不
利
卜
為
ル
可
シ
。
然
リ
ト
維
ト
モ
国
債
ヲ
償
還
セ
ン
カ
為
メ
ニ
 
 

ハ
、
之
ヲ
賦
シ
テ
モ
妨
ケ
無
シ
。
是
ハ
国
民
ノ
財
本
減
少
ス
ル
丈
ケ
国
民
ノ
負
荷
鋸
ヲ
軽
ク
ス
ル
老
ニ
テ
長
短
相
補
フ
ニ
足
ル
。
 
 
 



第
六
回
 
用
度
二
於
ケ
ル
税
 
 
 

琴
一
類
ノ
租
税
ハ
、
二
様
ノ
根
源
ヨ
リ
納
ム
。
日
ク
、
建
設
ノ
税
、
家
卑
従
僕
、
車
馬
等
是
ナ
リ
。
日
ク
、
必
用
補
養
ノ
食
物
ノ
税
 
 

コ
ー
ヒ
ー
ア
ル
コ
ー
ル
タ
ペ
コ
 
 

是
ナ
リ
。
必
用
ト
ハ
穀
物
ノ
類
、
補
養
ト
ハ
茶
、
可
非
、
酒
精
、
胸
糞
ヲ
云
フ
。
此
数
晶
ヲ
以
テ
乃
チ
「
ア
ス
セ
ス
ト
」
、
「
コ
ス
ト
ム
」
、
 
 

「
エ
キ
サ
イ
ス
」
ノ
三
大
税
ノ
過
半
卜
為
．
ス
。
 
 

建
設
ノ
税
 
 

此
税
ハ
大
抵
家
租
二
〇
磋
、
持
主
ノ
収
入
一
〇
〇
磋
以
上
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
賦
セ
ス
。
 
 
 

第
一
 
「
ア
ス
セ
ス
ト
」
税
 
此
ハ
粗
金
二
〇
磋
以
上
ノ
家
屋
及
従
僕
、
車
馬
、
徴
号
、
等
二
賦
ス
。
家
税
ハ
都
テ
粗
金
一
硬
二
付
九
 
 

「
ペ
ン
ス
」
ト
定
ム
。
 
 

其
家
ノ
粗
金
二
〇
礪
以
上
ニ
シ
テ
店
ヲ
開
ク
者
ハ
、
別
二
一
磋
l
－
就
キ
其
半
高
、
即
チ
四
「
ペ
ン
ス
」
半
ヲ
賦
ス
。
是
ハ
大
抵
 
 

地
主
ヨ
リ
輸
納
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
。
馬
税
ハ
騎
乗
供
二
賦
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
之
ヲ
飼
フ
テ
工
業
二
供
ス
ル
者
ニ
モ
賦
ス
。
其
額
 
 

二
三
六
万
磋
ナ
リ
。
 
 

競
馬
、
金
銀
盤
ノ
税
、
狩
猟
、
飼
犬
発
蒜
霊
ノ
免
状
料
モ
同
前
ノ
者
ニ
テ
其
額
五
九
万
磋
ナ
リ
。
 
 
 

第
二
 
火
災
請
負
ノ
税
 
此
ハ
用
心
家
ノ
家
屋
及
動
財
二
於
ル
租
税
ニ
テ
、
乃
チ
請
負
ヲ
乞
フ
タ
ル
財
産
ノ
原
価
一
硬
二
付
一
「
シ
リ
 
 

ン
グ
」
六
「
ペ
ン
ス
」
ヲ
賦
ス
。
今
一
人
ア
リ
。
租
金
一
〇
〇
磋
ノ
家
屋
及
什
器
ヲ
合
シ
テ
二
〇
〇
〇
磋
卜
算
定
シ
テ
、
請
負
 
 

ヲ
乞
フ
ト
キ
ハ
、
其
税
三
〇
「
シ
ル
リ
ン
グ
」
ニ
シ
テ
乃
チ
家
租
ノ
一
歩
半
卜
為
ル
。
其
額
九
七
万
四
〇
〇
〇
磋
卜
為
ル
。
此
 
 

中
ヨ
リ
職
業
ノ
受
負
三
〇
万
磋
ヲ
引
去
リ
テ
剰
額
六
七
万
四
〇
〇
〇
磋
ナ
リ
。
 
 
 

七
〇
八
 
 



総
計
三
六
二
万
四
〇
〇
〇
硬
、
殆
ン
ト
四
億
磋
ノ
一
歩
二
当
ル
 
 

必
要
補
養
ノ
食
物
二
於
ル
税
 
 

此
ヲ
明
解
セ
ン
カ
為
メ
l
二
二
種
工
区
別
ス
 
 

第
三
 
必
用
食
物
ノ
税
 
此
種
ノ
租
税
ヲ
律
令
二
我
ス
ル
老
ハ
、
唯
夕
穀
物
二
於
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
一
「
ク
オ
ル
ト
ル
」
ニ
付
一
「
シ
ル
 
 

リ
ン
グ
」
ヲ
賦
ス
。
其
高
八
七
万
磋
ナ
リ
。
 
 

第
四
 
必
用
ノ
食
物
二
亜
ク
老
即
チ
、
無
害
ノ
雑
食
ノ
税
 
此
種
ハ
一
〇
〇
年
以
来
、
穀
肉
二
亜
キ
テ
欠
ク
可
ラ
サ
ル
食
料
卜
為
リ
テ
、
 
 

男
女
貴
購
ノ
別
無
ク
之
ヲ
奉
用
ス
レ
ト
モ
畢
寛
時
世
ノ
習
俗
二
従
フ
テ
然
ル
老
ナ
リ
。
医
者
ノ
論
二
拠
レ
ハ
其
滋
養
ノ
功
ハ
昔
 
 

日
ノ
乳
汁
二
劣
ル
ト
云
フ
。
 
 

茶
一
「
ボ
ン
ト
」
ニ
付
六
「
ペ
ン
ス
」
 
 

ツ
 
 

其
額
二
八
二
万
七
〇
〇
〇
硬
 
 

コ
ー
ヒ
ー
、
チ
コ
リ
ー
椰
実
 
 

其
額
五
五
万
磋
 
 

砂
糖
一
「
ボ
ン
ト
」
ニ
付
一
ペ
ン
ス
 
 

共
額
五
六
四
万
六
〇
〇
〇
虜
 
 

砂
糖
ハ
雑
品
中
ノ
欠
ク
可
ラ
サ
ル
食
料
ニ
シ
テ
、
殊
二
孫
児
ノ
好
ム
者
タ
リ
。
然
レ
ト
モ
其
価
ハ
麺
粉
、
乳
汁
ヨ
リ
貴
ク
滋
養
 
 

ノ
カ
ハ
之
二
及
ハ
ス
。
上
下
倶
二
宴
楽
ノ
食
料
卜
者
倣
ス
ナ
リ
。
此
外
二
他
国
ヨ
リ
輸
入
ス
ル
所
ノ
果
実
憲
政
等
ア
リ
。
此
額
 
 

ハ
糖
ヨ
リ
モ
其
功
少
ナ
ク
全
ク
宴
楽
ノ
食
二
属
ス
。
其
税
四
四
万
七
〇
〇
〇
碩
。
 
 

七
〇
九
 
 
 



七
一
〇
 
 

総
計
九
四
七
万
磋
 
 
 

弟
五
 
酒
精
及
爛
草
ノ
税
 
此
ハ
賛
食
ナ
ル
コ
ト
無
論
ニ
シ
テ
、
過
用
ス
レ
バ
病
ヲ
醸
シ
、
終
ニ
ハ
国
民
ノ
害
卜
為
ル
故
l
「
特
l
l
其
 
 

税
ヲ
重
ク
シ
テ
其
過
用
ヲ
防
ク
。
葡
萄
酒
ウ
ア
イ
ン
平
均
一
「
カ
ル
ロ
ン
」
ニ
付
二
シ
ル
リ
ン
グ
 
 

其
税
一
四
七
万
硬
 
 

麦
酒
、
此
ハ
麦
芽
一
「
プ
ッ
セ
ル
」
ニ
付
二
「
シ
ル
リ
ン
グ
」
八
「
ペ
ン
ス
」
半
ノ
税
ヲ
賦
ス
。
一
「
ブ
ツ
セ
ル
」
ノ
麦
芽
ニ
 
 

テ
一
八
「
ガ
ル
ロ
ン
」
ノ
麦
酒
ヲ
製
ス
ル
卜
者
ル
ト
キ
ハ
t
 
「
ガ
ル
ロ
ン
」
ニ
付
一
「
ペ
ン
ス
」
五
分
ノ
四
ノ
税
卜
為
ル
。
 
 

其
税
六
三
〇
万
硬
 
 

酒
精
、
内
地
ノ
人
民
ハ
 
「
ユ
キ
サ
イ
ス
」
税
二
於
テ
之
ヲ
納
ム
。
其
高
一
〇
五
一
万
磋
、
外
国
人
ハ
 
「
コ
ス
ト
ム
」
税
二
於
テ
 
 

之
ヲ
払
フ
。
其
高
四
三
〇
万
磋
。
平
均
シ
テ
一
「
ガ
ル
ロ
ン
」
ニ
付
一
〇
「
シ
ル
リ
ン
グ
」
ニ
当
ル
。
 
 

其
税
一
四
八
一
万
磋
 
 

姻
草
、
平
均
一
「
ボ
ン
ト
」
ニ
付
三
「
シ
ル
リ
ン
グ
」
四
「
ペ
ン
ス
」
 
 

其
税
六
五
四
万
磋
 
 

右
三
種
総
計
二
九
一
二
万
磋
 
 

必
用
補
養
ノ
食
料
ヨ
リ
輸
納
ス
ル
税
額
合
シ
テ
三
九
五
六
万
磋
、
即
チ
国
中
ノ
官
税
卜
地
方
税
ノ
凡
ソ
半
高
卜
為
リ
テ
、
国
民
歳
入
ノ
総
 
 

額
八
億
磋
ノ
五
歩
二
当
ル
。
此
全
額
ノ
中
ニ
テ
必
用
補
養
食
料
ノ
税
ハ
一
〇
三
四
万
虜
ニ
シ
テ
、
即
チ
英
一
歩
卜
四
分
ノ
ー
二
当
り
、
 
 

酒
精
及
爛
草
ノ
税
ハ
ニ
九
一
二
万
六
〇
〇
〇
磋
ニ
シ
テ
、
即
チ
其
三
歩
卜
四
分
ノ
三
三
当
ル
。
 
 

此
故
ニ
、
酒
精
・
爛
草
ノ
税
ハ
、
買
主
乃
チ
売
著
ノ
手
ヲ
仮
リ
テ
現
金
ヲ
国
二
納
ム
ル
者
ニ
シ
テ
、
国
中
ノ
男
女
老
幼
ヲ
概
シ
テ
毎
人
ノ
 
 
 



収
入
中
二
於
1
二
 
「
ポ
ン
ド
」
ニ
付
一
「
ペ
ン
ス
」
ノ
税
ヲ
払
フ
ニ
当
ル
。
 
 

第
七
回
 
職
業
及
郵
信
ノ
税
 
 
 

租
税
ノ
第
三
類
ハ
、
格
段
ノ
職
業
二
就
テ
輸
納
ス
ル
老
ニ
テ
大
抵
ハ
免
許
料
ト
シ
テ
、
之
ヲ
取
立
ツ
。
蓋
シ
蒸
気
事
ノ
切
手
ノ
如
キ
ハ
之
 
ラ
イ
セ
ソ
ス
 
 

ニ
属
セ
ス
。
則
チ
租
税
二
属
ス
。
昔
シ
政
府
ノ
典
例
二
拠
ル
ト
キ
ハ
有
税
ノ
物
品
ヲ
販
売
ス
ル
者
ハ
、
免
許
ヲ
得
ル
ニ
由
テ
租
税
ヲ
納
ム
 
 

ル
カ
為
メ
ニ
其
価
ヲ
増
加
ス
。
誓
へ
ハ
、
茶
、
酒
ノ
如
キ
ハ
始
メ
之
ヲ
製
ス
ル
ニ
就
テ
、
一
夕
ヒ
税
ヲ
出
シ
而
シ
テ
之
ヲ
売
ル
ニ
就
テ
又
 
 

夕
税
ヲ
出
ス
カ
故
二
即
チ
二
重
ノ
収
欽
ヲ
蒙
ル
ヲ
以
テ
其
価
騰
揚
シ
、
終
≡
月
門
ヲ
減
シ
テ
其
利
ヲ
失
フ
ニ
至
ル
。
之
二
反
シ
テ
無
税
ノ
 
 

物
品
ヲ
取
扱
フ
者
即
チ
鉄
匠
、
布
鋪
等
三
重
テ
ハ
絶
へ
テ
斯
ノ
如
キ
コ
ト
無
シ
。
 
 
 

此
類
ノ
租
税
ヲ
五
種
三
分
ッ
テ
左
二
列
示
ス
。
 
 

第
一
文
業
粕
衰
教
其
他
尋
常
ノ
工
巣
 
 

ァ
ト
三
－
訟
師
、
コ
ン
フ
ヒ
ヤ
ン
セ
ル
逓
掴
畑
人
為
番
屋
、
競
売
、
金
銀
ノ
取
扱
人
、
質
店
、
鷹
師
、
骨
牌
匠
、
製
薬
師
、
 
 

酷
、
石
鹸
、
紙
匠
、
及
新
発
明
ノ
免
許
料
、
茶
、
「
コ
ー
ヒ
ー
」
ノ
仲
買
等
ノ
諸
税
共
額
五
七
万
六
〇
〇
〇
磋
。
 
 
 

第
二
 
貿
易
 
為
替
手
形
、
八
二
万
硬
 
 

切
手
類
五
六
万
二
〇
〇
〇
磋
 
 

海
上
請
負
 
税
局
ノ
入
費
 
火
難
請
負
五
六
万
七
〇
〇
〇
譲
 
 

合
一
九
四
万
九
〇
〇
〇
磋
 
 
 

第
三
 
酒
精
及
個
草
ノ
仲
買
 
 

七
一
一
 
 
 



七
一
二
 
 

酒
売
一
三
万
二
〇
〇
〇
硬
 
 

醸
酒
家
、
麦
芽
店
、
麦
酒
店
、
七
五
万
磋
 
 

酒
精
店
、
蒸
溜
師
、
七
〇
万
五
〇
〇
〇
磋
 
 

煩
草
店
及
製
造
師
 
八
万
T
0
0
0
磋
 
 

合
一
六
六
万
八
〇
〇
〇
磋
 
 
 

第
四
 
運
送
及
雑
課
 
 

駅
馬
及
質
草
、
二
八
万
四
〇
〇
〇
磋
 
 

鉄
道
、
四
八
万
六
〇
〇
〇
磋
 
 

駅
局
謂
酌
引
 
l
至
万
七
〇
〇
〇
磋
 
 

雑
課
、
八
万
虜
 
 

合
二
三
六
万
七
〇
〇
〇
磋
 
 

総
計
六
五
六
万
磋
 
 

右
ノ
全
額
ハ
、
即
チ
国
民
、
歳
入
ノ
七
分
五
厘
余
二
当
ル
。
此
等
ノ
租
税
ハ
之
ヲ
納
ム
ル
着
果
シ
テ
誰
l
－
属
ス
ル
ヤ
ノ
疑
問
ア
リ
。
昔
ヨ
リ
 
 

之
二
答
フ
ル
l
「
或
ハ
売
主
二
属
ス
ト
云
ヒ
、
或
ハ
買
客
二
属
ス
ル
ト
云
フ
テ
共
説
紛
紛
タ
リ
。
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
、
共
時
ノ
事
情
二
随
テ
、
 
 

或
ハ
此
二
賦
シ
、
或
ハ
彼
l
－
取
リ
テ
一
定
シ
難
シ
。
 
 

コ
ー
ヒ
ー
 
文
業
其
他
尋
常
ノ
工
業
及
茶
、
可
非
ノ
仲
買
ノ
如
キ
ハ
其
職
業
ノ
免
許
ノ
数
二
限
度
ア
リ
。
或
ハ
首
千
ノ
同
業
相
競
フ
カ
故
ニ
、
工
科
及
 
 

物
価
ヲ
貴
ク
ス
ル
ト
キ
ハ
、
人
民
此
ヲ
置
キ
テ
彼
二
赴
ク
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
廉
購
ニ
シ
テ
売
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
然
ラ
ハ
其
税
ハ
、
即
チ
英
人
 
 
 



ノ
収
入
税
卜
看
ル
ヘ
シ
。
 
 

切
手
類
ノ
押
印
税
ハ
、
其
料
甚
夕
些
少
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
人
民
ヨ
リ
賠
償
セ
シ
メ
テ
其
価
ヲ
取
ル
ニ
足
ラ
ス
。
彗
仲
買
ノ
収
入
税
卜
看
ル
 
 

ヘ
シ
。
 
 

鉄
道
及
賃
車
ハ
、
其
貸
賃
二
定
度
ア
リ
テ
、
妄
二
増
減
ス
ル
ヲ
得
ス
。
故
二
其
税
ハ
乃
チ
其
持
主
ヨ
リ
輸
納
ス
ル
老
卜
看
ル
ヘ
シ
。
 
 

然
レ
ト
モ
、
為
替
手
形
二
至
リ
テ
ハ
貿
易
ノ
費
ノ
一
部
≡
属
シ
テ
商
貫
之
ヲ
物
品
ノ
盗
価
値
中
二
加
ユ
ル
カ
警
、
買
主
ヨ
リ
輪
納
ス
 
 

ル
者
卜
者
ル
ヘ
シ
。
 
 

醸
酒
家
、
麦
酒
店
、
酒
精
舗
、
個
草
、
酒
店
、
及
質
屋
、
仲
買
ハ
皆
ナ
其
免
許
料
ヲ
物
価
中
三
加
ヘ
テ
、
之
ヲ
買
主
三
冗
却
ス
ル
ナ
リ
。
 
 

此
免
許
粁
ハ
乃
チ
「
コ
ス
ト
ム
」
、
「
ヱ
キ
サ
イ
ス
」
ノ
重
税
ニ
シ
テ
、
其
額
五
歩
ヨ
リ
一
割
迄
ノ
加
増
ト
ナ
ル
。
 
 

駅
局
ノ
余
金
硝
甜
㌶
モ
亦
用
度
テ
於
ル
租
税
二
属
ス
。
 
 

第
八
国
地
方
ノ
「
レ
ー
ト
」
及
「
ト
ー
ル
」
用
紙
 
 

我
英
国
ノ
市
邑
ハ
、
土
地
相
隔
ル
ニ
随
フ
テ
、
其
会
聖
様
ナ
ラ
ス
。
且
定
度
ア
ル
コ
ト
無
ク
諸
事
暗
昧
；
テ
雲
霧
中
二
在
ル
カ
如
シ
。
 
 

ス
コ
ッ
ト
ヲ
ソ
ド
 
 

殊
l
姦
格
蘭
二
重
リ
テ
ハ
其
軽
重
及
調
賦
ノ
形
状
ヲ
明
カ
ニ
開
示
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
。
蓋
シ
昔
時
薩
李
屋
朝
ノ
頃
ハ
府
邑
ノ
集
合
ス
ル
ヲ
 
 

好
マ
ス
。
彼
此
ノ
情
実
相
通
セ
ス
。
其
弊
終
二
各
府
各
邑
ノ
士
風
卜
為
ル
ヲ
以
テ
、
彼
此
ヲ
平
均
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
。
試
二
今
日
之
ヲ
顧
 
 

ミ
ル
ニ
彼
此
ノ
課
金
相
同
シ
キ
老
ア
ラ
ズ
。
 
 
 

賃
租
ヲ
取
ル
価
 
 

英
蘭
 
一
億
一
〇
〇
〇
万
磋
 
 

別
税
ヲ
賦
ス
ル
価
 
 

九
四
〇
〇
万
磋
 
 
 



七
一
四
 
 
 

一
四
〇
〇
万
磋
 
 

一
六
〇
〇
万
穣
 
 

蘇
格
蘭
 
 

三
〇
〇
万
磋
 
 
 

妄
五
〇
万
磋
 
 

新
都
酢
 
 

一
億
二
一
〇
〇
万
磋
 
 

総
計
 
一
億
四
一
五
〇
万
穣
 
 

租
税
及
用
度
ノ
全
額
ヲ
算
計
シ
テ
、
其
証
卜
為
ス
ヘ
キ
老
ヲ
挙
ケ
テ
、
左
表
二
載
ス
。
此
額
数
、
英
国
l
l
於
テ
ハ
一
八
六
七
年
意
而
蘭
三
 
 

於
テ
ハ
一
八
六
五
年
ノ
会
計
二
拠
ル
者
ナ
リ
。
 
 

蘇
格
蘭
二
重
リ
テ
救
貧
税
ノ
外
ハ
確
知
シ
難
シ
。
故
二
英
、
意
ノ
二
州
二
比
例
シ
テ
之
ヲ
算
ス
。
 
 

第
一
救
碓
 
 

英
蘭
 
 

蘇
格
蘭
 
 

妄
脚
而
蘭
 
 

総
計
 
 

此
ハ
賃
価
ノ
六
歩
税
価
ノ
七
歩
完
品
†
”
㌶
∵
壷
ル
。
 
 

第
二
 
コ
ン
テ
ィ
ー
州
都
ノ
用
度
 
 

州
郡
井
番
卒
ノ
費
用
 
官
路
「
レ
ー
ト
」
 
 

陰
清
 
水
道
 
波
戸
場
 
橋
 
氏
寺
 
 

英
蘭
 
四
二
九
万
八
〇
〇
〇
磋
 
 

五
五
万
磋
 
 
 

蘇
格
蘭
 
 

六
九
六
万
磋
 
 
 

八
〇
万
八
〇
〇
〇
磋
 
 
 

七
九
万
七
〇
〇
〇
磋
 
 

八
五
六
万
七
〇
〇
〇
磋
 
 



意
而
蘭
 
八
七
万
二
〇
〇
〇
磋
 
 

総
計
 
 

五
七
二
万
磋
 
 

雪
一
夕
ウ
ン
市
邑
ノ
用
度
 
 

地
方
ノ
庶
務
 
会
社
 
区
地
ノ
入
用
 
改
正
局
 
地
方
ノ
局
 
気
燈
 
市
場
 
氏
寺
 
 

英
蘭
 
四
空
万
硬
鮭
約
詔
詰
り
 
 

蘇
格
蘭
 
 
六
五
万
磋
 
 

意
而
蘭
 
 
七
八
万
磋
 
 

総
計
 
五
九
四
万
磋
 
 

此
外
 
 

第
四
 
海
務
ノ
運
上
 
 

潅
 
水
先
 
灯
明
台
 
 

地
方
ノ
歳
入
総
計
二
二
五
六
万
磋
 
 

右
ノ
全
額
ヲ
取
立
ル
法
凡
ソ
左
ノ
如
シ
 
 
 

英
蘭
 
 

蘇
格
蘭
 
 

意
而
蘭
 
 
 

総
計
 
 

一
八
七
万
二
〇
〇
〇
磋
 
 

二
五
万
磋
 
 
 

二
一
万
三
〇
〇
〇
磋
 
 

二
三
三
万
五
〇
〇
〇
磋
 
 



地
方
ノ
税
課
ハ
一
八
五
〇
万
破
三
シ
テ
、
乃
チ
国
中
賃
金
ノ
全
額
一
億
四
〇
〇
〇
万
磋
ノ
一
割
三
歩
、
即
チ
税
ヲ
納
ム
ヘ
キ
産
業
一
億
二
 
 

〇
〇
〇
万
磋
ノ
一
割
五
歩
卜
為
リ
テ
、
一
破
三
付
三
「
シ
ル
リ
ン
グ
」
l
－
当
ル
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
実
際
二
於
テ
ハ
六
「
ペ
ン
ス
」
ヨ
リ
一
 
 

〇
「
シ
ル
リ
ン
グ
」
ニ
至
ル
ラ
以
テ
一
定
ス
可
ラ
ス
。
 
 

第
九
回
 
租
税
ノ
稔
算
 
 

以
上
二
述
ル
所
ハ
、
即
チ
全
国
ノ
区
別
ナ
リ
。
今
之
ヲ
総
括
シ
テ
左
二
表
列
ス
。
 
 

官
税
 
 
 

第
一
塀
 
収
入
及
資
産
ノ
税
 
 
 

租
税
二
属
ス
ル
部
 
 一

八
五
〇
万
磋
 
 

別
税
 
 

ト
ー
ル
其
外
一
二
二
万
五
〇
〇
〇
磋
 
 
 

総
計
一
九
七
二
万
五
〇
〇
〇
磋
 
 
 

他
ノ
歳
入
二
属
ス
ル
者
 
 

会
社
ノ
資
産
 
 

海
務
ノ
運
上
 
 

総
計
 
 
 

右
合
計
 
 

五
〇
万
磋
 
 

二
三
三
万
五
〇
〇
〇
虜
 
 

二
八
三
万
五
〇
〇
〇
穣
 
 

二
二
五
六
万
躊
 
 



収
入
及
資
産
両
件
ノ
税
全
額
〓
二
七
四
万
六
〇
〇
〇
磋
 
 

第
二
類
 
用
度
ノ
税
 
 

建
設
 
 

ア
ス
セ
ス
ト
税
 
 

二
三
六
万
磋
 
 

競
馬
金
盤
狩
猟
ノ
免
許
料
及
飼
犬
 
五
九
万
磋
 
 

承
業
ノ
税
 
 
 

証
印
ノ
税
 
 

総
計
 
 
 

収
入
及
資
産
ノ
税
 
 
 

地
税
 
 
 

法
衝
ノ
積
金
及
現
金
 
 

総
計
 
 

火
災
請
負
 
 

財
本
ヨ
リ
納
ム
ル
者
 
 

プ
ロ
ベ
ー
ト
税
 
一
七
七
万
三
〇
〇
〇
磋
 
 

レ
グ
ー
シ
ー
税
 
 
二
一
七
万
二
〇
〇
〇
磋
 
 

収
入
ヨ
リ
納
ム
ル
者
 
 七

二
万
一
〇
〇
〇
穣
 
 

一
六
〇
万
二
〇
〇
〇
硬
 
 

六
二
五
万
八
〇
〇
〇
磯
 
 

六
一
七
万
七
〇
穣
 
 

一
〇
九
万
三
〇
〇
〇
破
 
 
 

ニ
ー
万
八
〇
〇
〇
穣
 
 

七
四
八
万
八
〇
〇
〇
硬
 
 

六
七
万
四
〇
〇
〇
疎
 
 
 



穀
物
茶
酒
 
 

必
用
ノ
食
料
穀
物
 
 

補
養
ノ
食
料
 
 

煩
草
、
酒
精
 
 

用
度
税
ノ
総
計
 
 

第
三
類
 
職
業
及
郵
信
ノ
税
 
 

文
業
及
尋
常
ノ
工
職
 
 

貿
易
 
 

酒
畑
売
買
ノ
免
許
料
 
 

運
輸
等
 
 

総
計
 
 

官
税
ノ
全
額
六
三
三
九
万
磋
 
 

地
方
ノ
別
税
 
 

第
四
輝
 
地
方
ノ
別
税
及
ト
ー
ル
 
 

八
五
六
万
五
〇
〇
〇
磋
 
 

救
邸
 
 

「
コ
ン
チ
ィ
ー
」
酬
ノ
別
税
及
ト
ー
ル
 
五
七
二
万
磋
 
 
 

総
計
 
 

三
六
二
万
四
〇
〇
〇
穣
 
 

八
七
万
磋
 
 

九
四
七
万
磋
 
 

二
九
一
二
万
虜
 
 

四
三
〇
八
万
四
〇
〇
〇
磋
 
 
 

五
七
万
六
〇
〇
〇
穣
 
 

一
九
四
万
九
〇
〇
〇
穣
 
 

一
六
六
万
八
〇
〇
〇
磋
 
 

二
三
六
万
七
〇
〇
〇
磋
 
 

六
五
六
万
磋
 
 



郵
信
 
 

公
田
 
 

雑
入
 
 

総
計
 
 

地
方
二
属
ス
ル
者
 
 

会
社
ノ
資
産
 
 

港
口
ノ
運
上
 
 

総
計
 
 

歳
入
ノ
全
額
 
 

既
税
要
覧
巻
二
終
 
 

五
四
四
万
譲
 
 

「
ト
ウ
ン
」
甜
ノ
別
税
 
 

合
 
 

一
九
七
二
万
五
〇
〇
〇
磋
 
 
 

実
税
ノ
全
額
八
三
一
一
万
五
〇
〇
〇
磋
 
 

第
五
類
 
租
税
二
非
サ
ル
歳
入
 
 

官
二
属
ス
ル
老
 
 

（
二
）
 
宇
内
三
雄
飛
ス
ル
〔
ウ
ダ
イ
…
ウ
ヒ
ス
ル
〕
世
界
に
、
勢
い
盛
ん
に
活
動
す
る
さ
ま
を
い
う
。
 
 
 

（
一
）
 
弾
丸
黒
子
ノ
如
シ
。
〔
ダ
ン
ガ
ン
コ
ク
シ
ノ
ゴ
ト
シ
〕
 
 

五
〇
万
硬
 
 

二
三
四
万
硬
 
 

二
八
四
万
硬
 
 

九
二
一
一
万
五
〇
〇
磋
 
 

三
二
三
万
磋
 
 
 

三
四
万
磋
 
 

二
五
九
万
磋
 
 

九
一
六
万
磋
 
 

（
弾
丸
と
ほ
く
ろ
の
意
）
地
域
が
き
わ
め
て
狭
い
こ
と
。
 
 



（ 〈 （  （ ／ヽ ′｛、  

八 七 六 五 四 三  ）   ）  ＼＿′  ）   ）   ）  

（
九
廿
 
 

（
l
O
）
 
 

（
二
）
 
 

（
三
）
 
 

（
三
）
 
 

き
な
い
貧
し
い
人
々
に
施
こ
し
恵
み
、
街
尺
に
お
巡
り
さ
ん
を
配
置
し
…
…
…
…
 
 

（
忘
）
 
超
乗
〔
チ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
〕
車
に
飛
び
の
る
が
、
乗
り
超
す
に
誤
用
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

七
二
〇
 
 
 

舗
漫
〔
ビ
マ
ン
〕
ひ
ろ
が
り
は
び
こ
る
こ
と
を
い
う
。
 
 

正
朔
〔
セ
イ
サ
ク
〕
臣
下
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
 
 

億
兆
〔
オ
ク
チ
ョ
ウ
〕
多
く
の
人
々
の
意
。
 
 

常
助
〔
ホ
ウ
ジ
ョ
〕
補
助
、
援
助
の
意
、
元
来
は
、
力
を
加
え
て
助
け
る
こ
と
。
 
 

退
避
〔
カ
ジ
〕
遠
い
と
近
い
と
。
遠
近
。
 
 

編
湊
ス
ル
〔
フ
ク
ソ
ウ
ス
ル
〕
四
方
か
ら
物
が
集
ま
る
こ
と
、
転
じ
て
集
中
、
雑
踏
。
 
 

扶
持
〔
フ
ジ
（
ヂ
）
〕
助
け
て
世
話
を
す
る
こ
と
。
ふ
ち
。
 
 

家
収
〔
カ
シ
ュ
ウ
〕
所
得
の
意
か
。
 
 

国
民
歳
収
〔
コ
ク
ミ
ン
サ
イ
シ
ュ
ウ
〕
国
民
所
得
の
意
か
。
 
 

其
政
ヲ
修
理
セ
ン
カ
為
メ
〔
ソ
ノ
マ
ツ
リ
ゴ
ト
ヲ
シ
ュ
ウ
リ
セ
ン
カ
タ
メ
〕
政
治
を
行
な
う
た
め
の
意
。
 
 

無
策
ノ
窮
民
ヲ
賑
他
シ
坊
街
ノ
避
卒
ヲ
配
置
シ
〔
ム
コ
ウ
ノ
キ
ュ
ウ
ミ
ン
ヲ
シ
ソ
ジ
ュ
シ
ポ
ウ
ガ
イ
ノ
ラ
ソ
ツ
ヲ
ハ
イ
チ
シ
〕
た
よ
る
こ
と
の
で
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